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基監発第 0 331003号

平成 21年 3月 31日

厚生労働省労働基準局監督課長

派遣元指針及び派遣先指針の改正等を踏まえた派遣

労働者の労働条件の確保等に係る対応について

標記については､本日付けで ｢派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針｣(平成

11年労働省告示第 137号｡以下 ｢派遣元指針｣という｡)及び ｢派遣先が講ずべき

措置に関する指針｣(平成 11年労働省告示第 138号O以下 ｢派遣先指針｣という.)

が改正された′こと等を踏まえ､今後の派遣労働者の労働条件の確保等に当たっては､

本日付け基発第 0331010号 ｢派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保につい

て｣(以下 ｢0331号通達｣という｡)､平成 20年 12月 10日付け基発第 1210009号 ･

職発第 1210002号 ｢労働者派遣契約の中途解除等-の対応について｣(以下 ｢1210

号通達｣というQ)等により指示されたところに加え､下記に留意の上､適切な対応

を期されたい｡

記

1 派遣元指針及び派遣先指針の周知等

(1)派遣元指針及び派遣先指針については､現下の厳しい経済情勢の下､労働者

派遣契約の契約期間満了前の解除 (以下 ｢労働者派遣契約の中途解除｣という｡)

に伴 う解雇､雇止め等に適切に対処する観点から本日付けで改正され､これに

伴い､厚生労働省職業安定局長より､本日付け職発第 0331010号 ｢派遣元事業

主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件及び派遣先が講ずべき措置

に関する指針の一部を改正する件の適用について｣(別添 1)及び本日付け職発

第 0331011号 ｢派遣元 ･先指針の改正その他現下の雇用失業情勢を踏まえた労

働者派遣事業に係る指導監督のさらなる徹底について｣(別添20以下 ｢安定局
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長通達｣というO)が発出されたところである.

改正後の派遣元指針及び派遣先指針については､0331号通達において示され

ているとおり､派遣労働者の労働条件の確保に係る事項等が含まれているとこ

ろであるOこのため､労働基準行政においても､職業安定行政との一層の連携

を図りつつ､改正後の派遣元指針及び派遣先指針の周知に努めること｡

なお､この周知を行うに際しては､安定局長通達別紙 1及び2のリーフレッ

トを活用するなどにより､効果的に行うよう努めること｡

(2)特に､今般､0331号通達の記の第2の1 (9)ア記載のとおり､派遣先指

針第 2の6の (4)において､休業手当の支払等､労働者派遣契約の解除に伴

い生じた派遣元事業主の損害の賠償を派遣先が行わなければならない旨定めら

れたこと等を踏まえ､派遣元の使用者に対し､労働者派遣契約の中途解除が行

われた場合であっても､労働者派遣契約の期間満了までの間について解雇はで

きるだ け避け､まず休業等を行 うようにすべきことや､契約期間中の解雇につ

いてこの点を含めて ｢やむを得ない事由｣があるかどうかを検討すべきである

ことについて､十分に周知すること｡

(3)また､労働者派遣契約の中途解除に関する情報を職業安定行政から得た場合

に行 う1210号通達等に基づく指導においても､派遣元の使用者に対して､(2)

と同様の説明を行い､解雇以外に方法がないかl真重に検討するよう指導するこ

とC

2 偽装請負に対する厳正な指導の徹底

労働者派遣と業務請負との区分については､これを明確化する観点から､本目

付け職発第 0331007号｢｢労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関

する基準｣ (37号告示)に係る疑義応答集について｣(別添3)が発出されたと

ころであるので､これを参考として､引き続き､平成 18年9月4日付け基発第

0904001号 ･職発第 0904001号 ｢偽装請負の解消に向けた当面の取組について｣

等に基づき偽装請負の防止 ･解消を図ること｡

なお､この場合､1210号通達記の2において指示された事項にも留意すること｡



別添1

職発第0331010号

平成21年 3月31日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省職業安定局長

( 公 印 省 略 )

派遣元事業主が講ずべき捨置に関する指針の一部を改正する件及び派遣先が

註ずべき措置に関する指針の-部を改正する件の適用について

現下の厳 しい雇用失業情勢の下､労働者派遣契約の期間満了前の解除 (以下 ｢労働者派

遣契約の中途解除｣という｡)による派遣労働者の解雇､雇止め等に適切に対処するた

め､本日付けで公布された ｢派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する

件｣ (平成21年厚生労働省告示第244号) (別添 1)及び ｢派遣先が諦ずべき措置に関す

る指針の一部を改正する件｣ (平成21年厚生労働省告示第245号) (別添 2)により､

｢派遣元事業主が講ずべき措置に関する韓針｣ (平成11年労働省告示第137号｡以下 ｢派

遣元指針｣という｡)及び ｢派遣先が講ずべき措置に関する指針｣ (平成11年労働省告示

第138号O以下 r派遣先指針｣というO) (以下 ｢派遣元 ･先指針｣というo)の一部が

改正され､同日から適用することとされたO

その趣旨等については下記 1から3までのとおりである｡また､これに伴い､ ｢労働者

派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する汝律等の一部を

改正する法律､関係政省令等の施行について｣ (平成11年11月17日付け女発第325号､職

発第814号)の別添 ｢労働者派遣事業関係業務取扱要領｣ (以下 ｢業務要領｣という｡)

を下記4のとおり改正するので､貴職におかれては､これらに十分留意の上､その周知を

はじめ､業務の円滑な運営に遺漏なきよう万全を期されたい｡

記

1 派遣元指針関係

(1)改正の趣旨

派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の中途解除が行われた場合に､派

遣先による新たな就業機会の確保が図られること及びこれができないときにはこれに

より生じた派遣元事業主の損害について派遣先による賠償が行われることとなるよ

う､派遣元事業主は､これを労働者派遣契約に定めることを求めることとしたこと｡

(第2の2の(2))

また､派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由による労働者派遣契約の中途解除

に際し､派遣元事業主は､新たな就業機会の確保ができない場合であっても安易に派

遣労働者を解雇することなく､まず休業等を行い､派遣労働者の雇用の維持を図るよ

うにするとともに､やむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇しようとするとき



であっても､労働契約駄 (平成19年睦律第128号)の規定を遵守することはもとよ

り､労働基準綾 (昭和22年浜律第49号)等の法令等に基づく責任を果たすべきことを

明らかにしたこと｡ (第2の2の(3))

(2)解釈等

ア 第 2の2の(2)関係

(ア)派遣先は､派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の中途解除が行わ

れた場合に､これにより生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならず (派

遣先指針第2の6の(4))､また､当該賠償が確実に行われるようにするため､

派遣先はこれを労働者派遣契約に定めるものとされているが (派遣先指針第2の

2の(2))､派遣元事業主においても同様に､労働者派遣契約に定めるよう求め

ることとしたものであること｡

(イ)労働者派遣契約に定めるに当たっては､派遣元事業主に生じた実際の損害額が

適切に賠償されることが確実になるような定めであれば足り､派遣元 ･先指針に

規定する字句のとおりに定める必要はないこと｡

(ウ)｢新たな就業機会の確保｣には､貸金を支払うこととした上で業務命令として

教育訓練を受けさせることや､当該派遣元事業主の事業所において他の業務に従

事させること等が含まれること｡

(エ)｢休業させること等｣の ｢等｣には､教育訓練を行 うことや､当該派遣元事業

主における他の業務に従事させることがあること｡

(オ)｢休業手当､解雇予告手当｣とは､生ずる損害の例示であり､休業手当及び解

雇予告手当以外のものについても､それが派遣先の責に帰すべき事由により派遣

元事業主に実際に生じた損害であれば､賠償を行 うべきものとなることb

(カ)r休業手当､解雇予告手当等)の ｢等｣には､派遣労働者のその他の賃金､派

遣労働者の教育訓練に要した費用等が含まれること｡

イ 第 2の2の(3)関係

(ア)｢休業手当の支払等の労働基準法 (昭和22年絵律第49号)等に基づく責任｣に

は､当骸派遣労働者の雇用を維持する場合における労働 ･社会保険関係法令に基

づく義務のほか､民法 (明治29年汝律第89号)に基づく民事上の責任も含まれる

こと｡

(イ)｢労働契約汝 (平成19年法律第128号)の規定｣とは､特に､同汝第16条及び

第17条第 1項の規定を想定しているものであること｡

(ラ)｢解雇予告､解雇予告手当の支払等の労働基準法等に基づく責任Jには､民汝

に基づく民事上の責任も含まれること｡また､就業規則等に解雇に関する定めが

ある場合には､それに基づく安住も含まれること｡

2 派遣先指針関係

(1)改正の趣旨

派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の中途解除が行われた場合に､こ

れにより生 じた派遣元事業主の損害が派遣先により蹄償 されることとなるよう､これ

を労働者派遣契約に定めることとしたこと｡ (第2の6の(1))



また､派遣先の責に帰すべき事由による労働者派遣契約の中途解除に際して､派遣

元事業主に実際に生じた損害を賠償すべきことを､具体的な例示とともに明らかにし

たものであること｡ (第2.の6の(4))

(2)解釈等

ア 第2の6の(1)関係

(ア)派遣先柱､派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の中途解除が行わ

れた場合に､これにより生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないが

(下記イ参照)､当該賠償が確実に行われるようにするため､これを労働者派遣

契約に定めることとしたものであること｡

(イ)その他､上記 1のく2)のアの(イ)から(カ)までと同様であること｡

イ 第2の6の(4)関係

(ア)｢当該労働者派遣契約に(-)に掲げる事項の定めがない場合｣とは､労働者派

遣契約が改正後の派遣元 ･先指針の適用前 (平成21年3月30日以前)に締結され

たことによる場合のほか､労働者派遣契約が改正後の当該指針に反して締結され

たことによる場合を含むものであることO

(イ)｢例えば｣以降の部分については､派遣先の責に帰すべき事由による労働者派

遣契約の中途解除に際して､派遣元事業主に実際に生じた損害を賠償すべきとの

考え方の下､その具体的な例示をしたものであること｡したがって､休業手当に

相当する額文は解雇予告手当に相当する額の賠償を行えば足りるものではなく､

個別の事案に応 じて損害の額を確定すべきものであること｡

(ウ)第2のPの(4)に定める ｢その他派遣先は派遣元事業主と十分に協議した上で
適切な善後処理方策を講ずること｣､ ｢派遣元事業主及び派遣先の双方の責に帰

すべき事由がある場合には､派遣元事業主及び派遣先のそれぞれの責に帰すべき

部分の割合についても十分に考慮すること｣については､従前と同様であるこ

と｡

3 労働者派遣契釣の-部の解除の取扱いについて

･ ∴芋 :::≡-∴ it--:I:I- : .:...-:;I:I.1::還 ::-:.'1-∴ 告 :I::11∵ ∴∴∴ ∴ .:.

.ととなるものについては､当該液少に係る部分は当該労働者派遣契約の期間満了前の一

部の解除であることから､改正後の派遣元 ･先指針に基づく措置を請ずる必要があるこ

と｡

4 適用関係

(1)改正後の派遣元 ･先指針は､平成21年 3月31日以後に締結される労働者派遣契約又

は同日以後になされる労働者派遣契約の中途解除について適用するものであること｡

(2)平成21年 3月30日以前に適法に締唐された労働者派遣契約については､改正後の派

遣元指針第2の2の(2)及び改正後の派遣先指針第 2の6の(1)に掲げる事項の定めが

ない場合であっても､当該奥約の変更を行 う必要はないこと｡



5 業務要領の一部改正

｢労働者派遣事業の適正な運営の確保友び派遣労働者の就業条件の馨備等に関する浜

律等の一部を改正する法律､関係政省令等の施行について｣ (平成11年11月17日付け女

発第325号､職発第814号)の別添 ｢労働者派遣事業関係業務取壊要領｣を､別添3の新

旧対照表のとおり改める｡

なお､当該改正には､派遣元 ･先指針の改正に関係のない事項も含まれているが (莱

務要領第4､第5及び第9の一部)､これは所要の規定の整備を行ったものであり､内

容について実質的な変更はないこと｡
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活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
基
準
の
1
部

礎
改
正
す
る
件

(周
j
F.1≡
)

○
厚
生
労
嶺
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
硬
及
び

瀕
設
基
準
の
-
部
を
改
正
す
る
件

.

(同
l二
二
二
)

○
独
立
行
政
法
人
雇
用
･
能
力
開
発
噂
横
の

漠
瀬
運
営
並
び
七
財
務
及
び
会
計
七
関
す

る
省
令
第
十
九
条
第
三
項
等
の
現
走
に
基

づ
く
独
立
行
政
法
人
尿
用
･
能
力
即
発
横

構
法
第
十
)
粂
第

一
項
第
二
号
及
び
第
八

号
七
規
定
す
る
貸
金
の
貸
付
け
に
閑
し
必

要
な
事
項
の
1
部
遷
改
正
す
る
件
の
l
部

を
改
正
す
る
件

(同
二
二
四
)

○
児
亀
福
祉
法
施
行
蔑
則
第
一
条
の
三
十
三

の
厚
生
労
劫
大
臣
が
定
め
る
基
準

(同
二
二
五
)

○
児
童
幕
祉
法
施
行
規
則
第
l
条
の
三
十
六

第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
摩

(同
二
二
六
)

○
児
童
福
祉
法
済
行
規
則
第
三
十
六
条
の
四

十
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

基
準

(同
二
二
七
)

○
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る

法
律
の
規
定
に
基
づ
き
雇
用
保
険
峯
を
変

東
す
る
件

(同
三

二八
)

○
雇
用
保
険
法
附
則
第
五
粂
第
7
項
第

1
号

ロ
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
薄

定
す
る
地
域
を
定
め
る
件

(同
二
二
九
)

O
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
受
金
日
額
の
算

･走
の
方
法
を
定
め
る
件
の
t
部
を
改
正
す

る
件

(同
二
三
〇
)
～

○
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
現
物
給
与
の
価

額

(同
ニ
ー三

)′

/

三夫LriJF
:

天

○

0障害者自立支援法施行令第三十五条

第一項第一号の支給認定に係る自立

支媛医療について費用が高額な治療

を長期間にわたり継続しなければな

らない者として厚生労働大臣が定め

るものの一部を改正する件

(同二三二)
0国民健康保険

法に基づく保健事業の

実遊等に
関す

る指針のt部を改正す

る件(
同
二

三三)

○

健康保漁法に基づく展健事業の実施

等に関する指針の1部を改正する件

(同二三
四
)

0育児体
菓
'
介

蹟休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法

律施行層別第三十八条の規定に基づ

き厚生労働大臣が定める飯の1部を

改正する件
(同二三

五
)

0ハンセン柿間
題の

解
決
の

促進に関す

る法律第
二条

第二
項
の
瀧

定に基づき

厚生労働大臣が定める

ハンセン病療

養所
(同二三六)

〇八ンセン病問題の解決の促進に障す

る法律第八粂第一項の規定に基づき

厚生労働大臣が定める者(同二三七)

○国立ハンセン病療養所等死没者改葬

費支給親程(同工111八)

0

国立高度専門医療センター及び国立

ハンセン病療
養所入院入所波巻

(同二三九)
.

〇手話通訳を行ケ者の知誠及び技解の

審査･証明事糞の認定
に関する規程

を廃止する件
(同二四

〇)･

〇使用薬剤の薬価(薬価
基準)の一部

を改正する件(同二四
〓

〇歳迫規則及び薬担規則並びに療担基

準に基づき厚生労働大臣が定める緒

京事項等の｣部を改正する件.

(同二四二)
｢

○○〇〇〇〇〇〇〇○○誓悪童毒.業竺諾賀産品議賀筒菱慧雲霞墓要望竺悪妻竺暴露霜鳥竺蓮(る派岡持遣整望苧賢覧
雷費豊禁誓.竺蔓選局等晶蔑=墓呈末寺霊草護.竺完墓誓.莞鷺這買聖祭ニ針元四の事す労る令着筆警護蓋嘉同が行事の草葉重苦̀冨亭嘉.蓄三層墓室ー豪富筆壷差芸善宴葦芸挙‥誓至芸邑誓雲四一業)部主をが
琵重要干害翠誓苦孟一芸.警曇蔓吉富豪君萱蓋至芸重苦登を壷̀慧撃ーすべ二定規者.堤望雪男窟葦四め十て部'-会ノ走のぴる保庁九部察同類項哉大.同にるき)桜規用に丁る粂罪を､寄部保十.め特第船険長十を清二のの察な二閑件溝式定の閑特の.可改宿を険六る定十員庁官六改神四算親等他四す笹のに促す定三し正字改庁ノ件保五儀一の粂正科六定定に善玉る･に.⊥基進るの第たす当正長四険項険○定のす専)方に閑行)指疾一 件る及す官策 料の法〉め観る門法よす為針 閑す 部ゴ専法を書に径.

丸く:>至 . 戻 ⊂二⊃=
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DR
IFGH
IG)3I
屯

r*
け
き

"Sy下
12.,rと
と
'
当
野
沢
遣
元
事
業
上層

お
い
て
他
の
派
辻
先
を
確
保
す
る
こ
と
｣

を
加
え
､
｢∵
労
母

香
味
澄
契
約
の
解
除
だ

伴
い
派
垂
R
写
実
主
が
当
該
労
働
着
派
遣
に
係
る
派
遣
労
働
卦
を
解
雇
し
よ

う
と
iEJる
堀
金
に
は
'
告
蔵
漁
連
葉

業
主
ば
∴
.労
楯
基
準
学

(昭
和
二
.+
二
年
法
律
第
四
十
九
号
)｣を

｢
.
当
抜
派

遣
元
寄
集
吉

'
巻
該
党
働
嶺
済
遣
契
思

儒
瞥

摺
溝
OvtJt
穎
漕

薫

.空

の
確
保
が
で
き
な
訂

富

､
ま

ず
偉
業
等
を
行
い
､
･h
該
派
遣
労
瓜署

の
雇
用
の
維
持
を
回
る
よ
う
に
す
る
と
と
と
も
i1.
休
業
手
当
の
支
払
膚
の
労

働基
準
法

(昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号

等
此
基
づ
く
責
任
を
果

たす
こ
と
.
さ
ら
に
､
や
む
を
得
な
い
事
乱

により
こ
れ
が
lp
き
な
い
場
合
に

お
い
て
...
当

該

沢
遣
労
働
者
を
解
雇
し

よう
と
す
る
と
き
で
あ
っ
て
も
･
労
働
契
約

法

(平
成
十
九
年
墓

第
百
二
十
八
号
)

の
規
定
を
遵
守
す
る
を

は
も
と
よ
り
､
当
層
沢
渡労
簡
者
に
称
す
る
解
雇

予
告
へ
昇
華
丁
昏
手
当
C)
.支払
等
の
労
励
基
準
乾
し
に
改
め
､

軌
二中
3I
を
肖
と
し
､H
の
次
に
次
の
よ
シ
ー=
加
え
る
｡

臼･労娘着塗
迫弊紙
の庶幾
に当た･つて諌す
べ
を
誇
荘
･

派
畢
冗
草
葉
主
唱

労
働
者
派
遣
実
筋
の
締
好
に
当
た
っ
て
､
派
遣
先
の
兼
に
陣
す
べ
き
事
由
に

より
.労
働

着
派
遣
層

の
契
新
期
間
が
漁
7
才
晶

に
労
.偉
者
派
遣
契
約
の
廃
除
が
行
わ
れ
毒

A電

撃

.転
社
先
は
派

遣
労
働
者
の
新
た
な
武
美
埜

蒜

確
債
凌
図
る
こ
七
及
び
こ
れ
が
で
き
な
い
.と
き
に
は
少
な
く
と
も
当
該
労
働

者
派
遣
契
約
玖
療
晩
に
伴
い
当
該
汲
蔓
冗
事
業
主
が
ぎ
鼓
労
働
着
派
遣
.11係
る
流
速
労
働
春
を
休
業
せ
せ
る
こ

と
等
を
余
儀
な
く
さ
れ
そ
し
と
に
よ
り
生
ず
る
披
き

去

る
休
業
手
当
.
解
雇
予
告
手
当
等
に
相
当
す
る
飯
以

上
の
薪
に
つ
.い
て
規
事
の
姫
額
暫
行
う
こ
と
を
定
め
る
よ
う
求
め
る
こ
と
｡

0
厚
生
労
働
舎
星
空
不
第
二
百
四
十
四
号

労
執
着
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び

夜

道

労
働
着
の
就
業
条
件
の
盤
膚
等
Lに
関
す
る
法
律

(昭
聖
ハ
十
年

法
律
涛
八
七
八
号
)
弟
Et十
七
魚

のl毒
競
走
に
基
づ
き
'
派
準
蛋

粟
主
が
鋳
ず
ぺ
卦
措
席
に
関
す
る
緒
針

(平
成

十
t
牢
労
牌
を
草
宗

b
tlr+
七
月

)

の

一部
を

次

の
よ
.rr
i改
正
し
'
公
布
の
月
か
ら
連
用
す
る
｡

.

平
成
二
十
一
重

二
計
三
十
1匂

厚
生
労
飴
大
臣

舛
添

栗
T

労
働
着
派
遣
事
業
の
清
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
.*
労
働
着
の

.武者
条
件
の
整

備等
に
園

ずる
法
律

(昭
聖
ハ十
年

針
葉

八
十
r<
号
')
第
等

濠

の
三
者

定
量

音

,
.藍

先
か
学

べ
竜

要

撃

嘉

針

軍
学

妄

労
働
省
き
不
第
PIZl二十
.八
号
).･･の
1
部
首
次
の
よ
ーγ
に
改
正
し
.･[公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
1

平
成
二
十
l
雪

一冬

]土

日

.

厚
生
労
働
大
臣

舛
添

要
1
.

夢
二
の
六
の
H
中

藤
し
て
磨
慮
す
べ
き
事
項
J
を
.r瞥
た
っ
て
帯
す
べ
き
捨
声

に
改
め
､
r際
L
J
を
..r当
た
っ

て
'
況
達
先
の
資
に
帰
す
'(･き
事
由
i)=よ
p
労
働
有
派
遣
好
蔚
の
契
約
期
間
が
輯
7
す
る
紺
に
労
噺
着
韓
遭
葵
約
の
解

.:
:.

''..
.J

...]'
''
㍉

:
T
.
.'㍉

';.'
･'
･
.:
'4'･..:;1,.7
.J
..i
:
･.:
;]･'';J.L
f;.[･
J.:.那

:.JJ

'

･
蓬

労
署

を
真

さ
賢

ぎ

書

窟

な
-

れ
る
こ
と
賢

'sl
q
ず
る
誓

言

農

学

当
･'/.
*
軍

書

当
事
に
相
当
す
る
額
以
止
の
額
に
つ
い
て
損
青
の
磨
徴
を
守
つ
こ
と
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
･.･ま
さ

に
改

め
IO
'
.

m
llの
六
の
腎

君

乳

に
は
訂

下
に

1
-

労
働
嘉

賃

約
に
H
に
弥
富

芸

者

溜

な
い
場

合
で
雪

て
も
｣
を
加
...<
.･r発
豊

霊

異
思

案

を
誓

う
と
す
る
日
の
少
な
く
宜

二二十
品

に
派
莞

薫

き

封
じ
そ
の
旨
の
書

を
行
わ
な
b
Js;ば
嘗

な
い
.LJ
JJ･
当
誓

書

更

訂

整

先
は
:
･雫

か
と
･
当
沃

派
遣
労

働
者
の
少

な

く

i
J
も

三

十

日

分

以

上

.Gt賃
金
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て
馨

の
磨
俳
を
行
わ
な
け

註

な
ら
な

い
こ
と
｡読

遣

先

が

予

告

を

し

た

日

か

ら

労

働

者

派

遣

契
約
の
解
除
を
行
事

つ
と
す
る
日
ま

で
の
矧
揃
が
三
十

日
に
満

た
な

い
慧

昌

は

､

少

な
ーV
.ど

も

労

働

者

派

.h

契

約

の

解

除

を

行
事

Tiと
す

る
日
6
三
七

日
肝

の
日
か
む
当
該
予
告
･6
5

日
等

窟

間

の

是

鉄

以

吉

貸

金

れ
嵐

当

す

る
各

号

い

て
｣

を

歩

な
ぐ
と
も
当
鉄
労
誓

派
藩
契
警

厚
除

に
伴
い
当
葉

栗

嘉

主

が

当

賢

働

着

選

に

係

る

派

遣

富

若

輩

量

る
こ
と
誓

余
慧

Y
嘉

た
こ

と
に
よ
り
生

じ

た

損

害

の
賠

償

を

行

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

と

｡
例
え
ば
,
当
夜
派
重

光
事
業
主
が
当
惑
派
遣
労
働

.】.
i

rt

,bt

′し

▲し

者
を
休
業
さ
せ
る
場
合
注

業
手
当
il相
当
す
る
摂
臥
上
の
才
に
つ
い
て
､
当
薮
沢
準
R
事
菓
圭
が
や
む
を
得
な
い
事

由
に
よ
り
当
惑
派
遭
労
働
者
を
無
才
す
る
場
合
は
'
漁
連
先
に
よ
る
解
除
の
申
入
れ
が
相
当
の
猶
予
期
間
を
も
っ
て
行

わ
れ
た

かった
こ
と
に
よ
り
当
該
派
夢
R
事
業
主
が
解
雇
の

署を
し
な
い
と
き
笹
二
十
日
分
以
上

'
･当
該
予
告
を
し

た
日
か

ら解雇
の
日
ま
で
砂
弗
J間
が
三
十
En
七
韓
た
な
い
と
き
は
当
該
解
雇
の
日
の
三
十
日
前
の
日
か
ら
当
玄

予告
の

En
ま
で
の
日
数
分
以
上
の
賃
金
に
称
当
す
る
頼
以
上
の
額
に
つ
い
て
へ
損
害
の
康
成
を
｣
にこ
改
め
る
｡

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
盲
EZ十
六
号

心
音

矢
等
の
状
瀕
で
重
大
な
他
事
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
漂
及
び
規
累
年
に
関
す
る
治
律

(平
成
十
五
年
法
律
案

亨

居

莞

十
三
億

1豆
の
規
定
富

つ
き
志

裳

書

の
状
学

事
歪

他
事
賢

を
行
違

着
の
医
牽
及

び
朝

索
等に
関
す
る
法
敵
第
4
T
t妄

第
二
項
の
規
定

に
よ
る
医
涙
に
要
す
る
費
EEE
の
額
の
算
定
方
絵

(平
成
十
七
年

厚
生
見
物
省
告
示
也空
音
六
十
五
g
,)
の
t
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
J
平
成
二
十
一.争
四
旦

日
か
ら
適
用
す
る
.

平
成
三
十
l
年
三
月
三
十

一tfL

厚
生
労
働
大
臣

舛
添

頁
1

別
表
第
一
章
#
.It好
の
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
1

辞
5'
寧
日
JF
辞
嘩
垂
汁
印
篭
柿
各
か
寄
発
射
壁
目
端
%
L,T

で蒜
b8tb
T
h古
拙
萌
粋
初
空
目
撃
)
琵
押
苛
袷

.担
欝
開
戦
藩
遍
k
:缶
P
メ

･ih
帝
汝
砂
壁
‖
笥
t/
T
担
帯

同傭輔由縛顎
u
k
:益
婆
日
伊
u
T
戸

in
欝
竣
浄

･;･

艶

-

-

ぎ慧
最

芋

1
7.還

竣
嘗

【貰

-

感

電

-

3t.t2
-

語
草
認

知
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欝
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1,SOO知

○
厚
生
労
働
省
考
K:第
二
百
四
十
七
号

..
,

79
枚
喪
失
等
の
鎗
境
で
丘
大
な
胤
音
符
.4%
を
行

を
春
の
医
療
及
び
枝
葉
等
i1.関
す
る
洩
争
第
八
十
三
条
第
二
項
の

規
定
ii打
ち
医
涙
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法

(平
成
十
七
年
厚
東
労
働
智
幸
不
雪

盲
六
十
五
号
)に
基
づ
き
､

基
奉
診
費

及
び
医
療
観
察
精
神
科
専
門
凍
結
の
施
設
基
準
等

(平
成
十
七
年
厚
生
労
循
省
告
示
第
三
百
六
十
六
号
)

の
一癖
を
次
打
よ
!rtに
改
正
し
'
平
成
二
十
1
年
四
月
l.日
か
ら
適
用
す
る
｡

･

平
成
二
十
t
年
三
月
三
十
l
日
/

厚
生
労
働
大
臣

舛
添

要
7

.孝
二中
五
里
ハ
と
し
'
四
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
.
.

五

通
院
対
象
者
萱

歪

帰
.#
制
強
化
加
算
功
施
設
基
準

.･

=
･議

院
対
象
者
を
常
時
]1+tP各
以
上
受
け
ん
賢

産
瀞
が
確
尽
さ
れ
て
.S
:る
こ
せ
.

助

通
院
対
象
者
通
院
医
学
管
空
を
行
う
に
つ
き
従
事
者
の
配
置
の
強
化
に
よ
る
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ

て

い
る
こ
と
｡

0
社
会
保
険
庁
葺
不
第
十
号

･
船
員
疎
放
法
施
行
規
則

(昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
)
弟
九
十
六
条
の
競
走
に
基
づ
き
'
社
会
保
険
庁
長
官
の

定
め
る
率
を
.次
の
よ
う
に
定
め
､
平
成
二
十
1
年
四
月
1
日
か
ら
適
用
し
'平
成
二
十
年
社
会
保
険
庁
章

不
第
十
号
(姶

良
保
険
法
措

行

親

別

第

九

十

六条の混定に基

づ

き

,

社

会
保
険
庁
長
官
の
定
ゆ
る
率
を
定
め
る
件
)
は
･
平
成
二
十

r
空

音

三

十

]
日

限

り

廃

止する.ただし

､
.
*

船

舶

所
有
者
の
平
成
十
八
年
十
月
一
EZ)夢
二
牢
聞
及
び
平
成
十
九

年

十

月

盲

前

三

年

間

の

標

準報朝月額Ⅶ総

額

及

び

凍

準

賞
与
額
の
稔
額
惣

菜

類
怒
乗
ず
る
率
に
つ
い
て
は
､
な

虫

従

前

の

例

に

よ

る

｡

.

･
･

平

成

二

十

I
年

三

月

三

十

一日

.
社
会
保
険
庁
長
官

坂
野

泰
治

〇

･
〇

〇

四

〇

五

三

六

六

L
r

.

.

J



○

派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
院
す
る
指
針

毒

成
十
l
年
労
働
省
草
不
第
百
三
十
七
号
)

改

正

案

第
二

派
遣
元
事
業
主
が
蒔
ず
べ
き
捨
置

二

派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る

た
め
に
必
要
な
措
置

/

捌

労
働
者
派

遣

契

約
の
諦
籍
に
当
た
っ
て
経
ず
べ
き
滞
置

押
遣
元
事
業

主
は
､
.労
働
者
派
立
案
釣
の
辞
書
に
当
た
っ
て
､
派
遣
先

の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
い
,労
働
者
派
遣
契
約
の
契
約
期
間
が
滞
丁
す

る
前
に
労
働
者
派
遣
契
約
の
解
除
が
行
わ
れ
る
騒
合
に
は
'
派
遣
先
は
派

遣
労
働
者
の
薪
た
な
就
業
機
会
の
確
保
を
図
る
こ
と

及

び
こ
れ
が
で
き
な

い
と
き
に

少
な
く
と
も
当

労
働
者

押
遣
契
約
の
解
除
に
伴
い
当
醗
派

遣
元
事
業
主
が
当
較

労
働
者
聖

胤
に
係
る
師
道
労
働
者
を
休
業
さ
せ
一望
J

第
二

派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置

二

派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置

と
等
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
猿
害
で
あ
る
休
業
手
当
､.

解
雇
予
音
手
当
等
に
相
当
す
る
額
以
上
の
嶺
に
つ
い
て
損
害
の
摩
虎
を
行

う
こ
と
を
定
め
る
よ
う
求
め
る
こ
と
｡

捌

労
働
者
派
遣
契
約
の

解除
に当
た
っ
て
講
ず
べ
き
措
置

派
遣
元
事
業
主
娃
'

労働者派
遣
契
約
の
契
約
期
間
が
満
了
す
る
前
に

派
遣
労
働
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
以
外
の
事
由
に
よ
っ
て
労
働
者
派
藩

契
約
の
解
除
が
行
わ
れ
た
場

合に
は
､
当
該
労
働
着
派
遣
契
約
に
係
る
派

遣
先
と
連
携
し
て
､
当
鋲

派遣先
か
ら
そ
の
関
連
会
社
で
の
就
業
の
あ
っ

せ
ん
を
受
け
る
薗

汎過
剰
劃
偲

3=

労
働
者
窪

捜
契
約
の
解
除
に
当
た
っ
て
講
ず
べ
き
括
置

派
遣
元
事
業
主
按
､
労
働
者
派
遣
契
約
の
契
約
期
間
が
滞
了
す
る
前
に

派
遣
労
働
者
の
葉
に
帰
す
べ
き
事
由
以
外
の
事
由
に
よ
っ
て
労
働
者
派
遣

契
約
の
解
除
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
'
当
該
労
働
者
派
遣
契
約
に
係
る
派

遣
先
と
連
携
し
て
､
当
彦
輝
遣
先
か
ら
そ
の
関
連
会
社
で
の
就
累
の
あ
っ

せ
ん
を
受
け
る
等
に
よ
り
､
当
該
労
働
者
派
遣
葵
約
に
係
る
派
遣
労
働
者
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(別
添
2
)

(号外第67号)平成2 1年3 月31日 火曜日

.
(

前
の
ペ
ー
ジ
よ
り
続
き
)

○

廃
止
前
の
老
人
保
健
法
に
よ
る
展
険
者
の

拠
出
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
そ
の

他
関
係
省
令
の
規
定
に
基
づ
き
､
平
成
十

九
年
度
に
お
け
N'.倉
保
傾
者
平
均
老
人
加

入
率
及
び
老
人
保
健
施
設
療
養
費
等
確
定

率
を
公
示
す
る
件

(同
二
一
二
)

○
平
成
二
十

1.年
度
に
鞍
枕
を
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
港
律
に
よ
る
保
険
者

の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
に

関
し
て
厚
生
労
働
大
官
が
定
め
る
率
及
び

額
を
公
示
す
る
件

(同
二
二
二
)

○
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の

額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
の
成
定
に
基

づ
き
'
平
成
二
十

7
年
度
に
お
け
る
全
保

険
者
平
均
前
期
高
齢
者
加
入
率
見
込
値
を

公
示
す
る
件

(同
二
T
四
)I

〇
治
安
税
法
施
行
令
第
十
E
(条
の
三
第

言
巧

の
浅
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定

す
る
保
育
所
を
経
営
す
る
事
業
に
類
す
る

事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
資
産
の
譲
渡
等
の

l
部
を
改
正
す
る
件

八開
二
一
五
)

○
災
啓
救
助
法
に
よ
る
救
助
の
毒
度
'
方
法

及
び
期
間
並
び
に
実
費
弁
償
の
基
準
の
一

部
を
改
正
す
る
件

(同
二
〓
ハ
)

○
武
力
攻
撃
事
旗
等
に
台
け
る
韓
民
の
保
護

の
た
め
の
措
置
に
尉
す
る
漬
律
に
よ
る
救

援
の
程
度
及
び
方
法
の
基
準
の
l
部
を
改

正
す
る
件

(同
〓
1
七
)

○
社
会
福
祉
施
設
職
長
等
退
腰
手
当
共
済
法

施
行
令
の
規
定
に
葛
っ
き
平
成
二
十
l
年

度
の
単
位
掛
金
額
を
定
か
る
件

(同
二
1
八
)

○
化
態
晶
基
準
の
一価
を
改
正
す
る
件

･

.(同
二
一
九
)

.

〇
薬
事
法
泉
十
四

条
第

1
項
G)+濃
定
に
基
づ

･き
製
造
販
売
の
寮
詔
を
要
し
な
い
も
の
と

し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
薬
品

等
の
一
部
を
改
正
す
る
件

(同
二
二
〇
)

毒
七

芸
人

○
薬
事
法
施
行
令
第
二
十
条
第

t
項
第
六
号

.及
び
第
七
号
並
び
に
集
事
法
務
行
親
則
第

九
十
六
条
第
六
号
及
び
第
七
号
の
規
定
に

基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬

品
の
山
部
を
改
正
す
る
件

(圃
二
二
一
)

○
生
汚
保
護
法
に
よ
る
保
啓
の
基
準
の
1
部

.を
改
正
す
る
件

(qEE
!.二
二二
)

○
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進

医

簡
及
び

瀧
設
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件

(同
二
二
三
)

○
独
立
行
政
法
入
監
用
･
能
力
開
発
機
構
の

兼
務
鼠
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す

る
省
令
第
十
九
条
第
三
項
等
の
裁
定
に
基

づ
く
独
立
行
政
接
人
雇
用
･
偉
力
開
発
機

横
猿
第
十
1
条
第

一
項
第
二
号
及
び
第
八

号
に
規
定
す
る
資
金
の
貸
付
け
に
施
し
必

要
な
事
項
の
一
部
凌
改
正
す
る
件
の
1
部

を
改
正
す
る
件

(同
二
二
四
)

○
児
皇
福
祉
法
施
行
規
則
第
1
条
の
三
十
三

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

.

(同
l
三

五
)

0
児
童
福
祉
捷
港
行
線
則
第

一条
の
三
十
六

第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣

が定
め
る
研
修

(同
二
二
六
)

○
児
童
福
祉
法
庫
行
規
則
第
三
十
六
条
の
四

十
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

基
準

(陶
二
二
七
)
‥

○
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
陶
す
る

法
律
の
規
定
に
基
づ
き
雇
用
保
険
率
を
変

更
す
る
件

(河
二
二
八
)

○
雇
用
保
険
法
附
則
第
五
粂

夢

一
項
革
二
万

日
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指

定
す
る
地
域
を
定
め
る
件

(同
二
二
九
)

○
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
貸
金
日
額
の
算

定
の
方
法
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す

る
件

(同
二
三
〇
)
～

○
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
現
物
給
与
の
価

額

(伺
二
三
t
)/ー

＼

ニ
天毒

九
天

○

○
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
三
十
五
条

･第
一
項
第

一
号
の
支
給
認
定
に
係
る
自
立

･
支
援
医
療
に
つ
い
て
費
用
が
高
額
な
治
療

を
長
期
間
に
わ
た
り
推
続
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
も
の
の
一
部
を
改
正
す
る
件

(同
二
三
二
)

0
国
民
健
康
保
険
汝
に
基
づ
く
保
健
事
業
の

実
弟
等
に
関
す
か
指
針
の
l
部
を
改
正
す

る
件
.(陶
二
三
三
)

○
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
保
健
事
業
の
実
施

等
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件

(同
二
三
四
)

○
育
児
休
業
､
介
等
休
業
等
育
児
文
法
家
族

介
領
海
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
韓

律
施
行
規
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
厚
生
労
健
大
臣
が
定
め
る
額
の
1
部
を

改
正
す
る
件

(伺
二
三
五
)

○
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
防
す

る
法
律
第
二
粂
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
ハ
ン
セ
ン
病
療

養
所

(同
二
三
六
)

〇
八
ン
セ
ン
病
問
題
の
腐
決
の
促
進
に
関
す

る
法
律
第
八
粂
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
(同
二
三
七
)

○
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
等
死
没
者
改
葬

費
支
給
混
琴

(同
二
三
八
)

○
軍
書
何度
専
門
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
国
立

ハ
't
.セ
ン
病
療
着
所
入
院
入
所
規
程

(同
t
≡
九
)
.

O
宇
宙
通
釈
を
行
-ブ
着
の
知
誠
及
び
泣
節
の

審
査
･
証
明
事
業
の
認
定
に
関
す
る
規
程

を
廃
止
す
る
件

(同
二
四
〇
)

.

○
使
用
薬
剤
の
薬
価

(薬
店
基
準
)
.の
一
部

.を
改
正
す
る
件
.(同
二
四
こ
･

〇
療
担
親
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
涙
道
基

準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲

示
事
項
馬
の
1
部
を
改
正
す
る
軒

(同
二
四
二
)

.
J
./;

LX
Tl

元
凶

ニ

仝

〇
時
春
着
の
雇
用
の
促
進
農
i3'関
す
る
法
縁

施
行
令
及
び
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に

餌
す
る
法
建
地
行
線
別
の
規
定
に
基
づ
き

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
柱
式
の
I
部
を

改
正
す
る
件

(同
二
四
三
)

○
派
遣
元
事
業
主
が
経
ず
べ
き
捨
置
に
関
す

る
指
針
の
1
部
を
改
正
す
る
件

(国
二
四
四
)

○
派
遣
先
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針

の
一
部
を
改
正
す
る
件

(同
二
四
五
)

麦
○

○
心
神
韓
矢
等
の
状
袋
で
重
大
な
他
害
行
為

を
行
っ
た
者
の
医
療
及
ぶ
観
察
等
に
関
す

る
法
律
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
医
療
に
要
す
乱
費
用
の
額
の
算
定
方
法

の
t
部
を
改
正
す
る
件

(同
二
四
六
)

○
基
本
診
森
料
及
び
医
療
観
察
溝
神
科
専
門

廟
綾
の
施
設
基
準
等
の
･f
部
を
改
正
す
る

件

(同
二
四
七
)

○
船
員
保
険
韓
施
行
規
則
策
九
十
六
条
の
規

定
に
基
づ
き
'
社
会
保
険
庁
長
官
の
定
め

る
率
を
定
め
る
件

(社
会
保
険
庁

一
〇
)

○
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
船
員
保
険
昧

第
五
十
九
条
第
十
四
項
及
び
第
十
五
項
の

規
定
に
基
づ
く
船
員
保
険
の
特
定
保
険
料

率
及
び
基
本
保
険
料
率
を
定
め
る
件

(同
一
こ

○
船
員
保
険
法
第
三
十
三
条
ノ
十
六
ノ
四
第

1
項
の
規
定
ヒ
基
づ
き
社
会
保
険
庁
長
官

の
指
定
す
る
教
育
訓
練
の
一
部
を
改
正
す

る
件

(圃
〓
〇

〇
船
長
償
険
技
能
習
得
手
当
'
鳥
楕
手
当
及

び
移
転
費
支
給
細
則
の
l
部
を
改
正
す
る

件

(同
一
三
)

○
卸
売
葉
音
の
合
併
に
つ
い
て
琵
可
し
た
件

(農
林
水
産
四
四
三
)

○
農
巣
災
害
婦
便
法
第
百
五
十
条
の
三
第

丁

項
の
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
特
定
の
疾

病
を
定
め
る
件

(同
四
四
四
)
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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
四
十
四
号

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
成
果
条
件
の
並
僻
等
に
関
す
る
法
垂

(昭
和
六
十
年

法
律
第
八
十
八
号
)
第
四
十
七
億
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
'
派
遣
元
軍
兵
主
が
謙
す
べ
き
捨
置
に
関
す
る
指
針

(平
成

十

7
年
労
働
省
告
示
第
百
三
十
七
号
)
の
t
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
'
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
｡

平
成
二
十

丁
年
三
i
:三
十

丁
目

厚
生
労
働
大
臣

舛
添

要
l

琴

le
二
の
3I
d

暴

け
る
｣
..の
下

に
rlJ
と
'
当
該
沢
準
冗
事
業
主
に
お
い
て
他
の
派
遣
先
を
確
保
す
る
こ
と
｣

を
加
え
､
r.
款
働
着
流
遭
契
約
の
解

除
に
伴
い
派
蔓
苅
事
業
主
が
当
課
労
働
者
派
丑
に
係
る
派
遣
労
傍
者
を
解
雇
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
は
'
当
該
派
準
冗
事
業
主
ば
､
労
働
基
準
法
.(昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
)Jを

｢
,
当
該
派

遣
元
事
業
主
は
､
当
惑
労
偽
者
派
遣
契
釣
の
廃
除
に
当
た
っ
て
'
新
た
な
成
美
機
会
の
確
保
が
で
き
な
い
場
合
は
.
ま

ず
休
業
等
を
行
い
､
当
課
派
遣
労
働
者
の
荘
用
の
推
拝
を
回
る
よ
う
に
す
る
と
と
と
も
に
へ
休
艶
手
当
の
支
払
等
の
労

働
基
準
法

(昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
)
等
に
基
づ
く
兼
任
を
果
た
す
こ
と
.
さ
ら
に
､
や
む
を
得
な
い
事
由

に
よ
り
こ
れ
が
で
き
な
い
巻
合
に
お
い
て
..
当
該
派
遣
労
働
者
を
解
雇
し
よ
う
と
す
る
と
き
で
あ
っ
て
も
､
労
働
契
約

汰

(平
成
十
九
年
法
律
第
盲
二
q-
八
号
)
の
規
定
を
遵
守
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
'
当
該
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
解
雇

予
告
､
解
雇
予
告
手
当
の
支
払
等
の
労
働
基
準
法
J
に
改
め
'
同
二
申
jI
を
肖
と
し
､H
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
.

臼
･
労
働
者
権
道
契
約
の
締
結
に
当
た
っ
て
諜
ず
べ
き
措
定

派
些
冗
事
業
主
は
､
労
働
着
派
遣
奥
約
の
幕
絵
に
当
た
っ
て
'
派
遣
先
の
真
暮こ
婦
す
べ
き
事
由
に
よ
り
労
働

者
派
遣
契
約
の
契
約
期
間
が
清
了
す
る
前
に
労
働
者
派
遣
契
釣
の
解
除
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
､
派
進
発
は
派

遣
労
働
者
の
新
た
な
就
業
機
会
の
確
保
を
図
る
こ
七
及
び
こ
れ
が
で
き
な
い
と
き
に
は
少
な
く
と
も
当
萩
労
働

着
派
遣
契
約
の
解
除
に
伴
い
当
該
汎
琴
蛋

菓
主
が
当
鼓
労
働
者
沢
渡
に
係
る
派
遣
労
働
者
を
休
業
湾
せ
る
こ

と
等
を
余
儀
な
く
き
れ
る
こ
と
に
よ
り
蓋

9
る
損
害
で
あ
る
休
業
手
当
'
解
雇
予
告
手
当
等
暮こ
相
当
す
る
額
以

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
四
十
五
号

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
榛
保

及
び
派
遣
労
働
者
の
就
集
魚
件
の
蓋
傭
等
に
関
す
る
法
律
(昭
聖
ハ十
年

法
徐
第
八
十
八
号
)
第
四
十
七
条
の
三
の
法
定
に
基
づ
き
､
派
遣
先
が
謙
す
べ
虐
摺
鹿
に
苅
す
る
指
針

(平
成
十

妄

労
働
省
告
示
第
百
三

十
八
号
)
の
l
部
を
次
の
よ
.γ
に
改
正
し
､
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
り

平
成
二
十

1
年
三
月
三
十

1
日

厚
生
労
働
大
臣

舛
涛

要
t

孝

一の
六
の
H
申

r際
し
て
配
息
す
べ
き
事
項
J
を
■r当
た
っ
て
溝
ず
･(
き
諸
声

に
改
め
,
｢際
し
｣
を
.
r当
た
っ

て
'
派
遣
先
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
労
働
着
窪

児
契
約
の
契
約
期
間
が
溝
丁
す
る
前
に
労
働
者
派
遣
契
約
の
解

除
を
行
事
つ
と
す
る
慧

昌

は
'
派
遣
先
は
派
遣
労
働
者
の
新
た
な
就
業
横
会
の
確
保
を
回
る
こ
と
及
び
こ
れ
が
で
き

な
い
と
き
に
は
少
な
く
と
も
当
該
労
励
膚
派
渡
英
約
の
解
除
ij｡
伴
い
当
該
派
遣
元
事
業
主
卿
当
簸
労
働
嘗
派
遣
に
掠
る

派
遣
労
働
書

体
誓

言

EJと
等
を
.8
億
な
く
さ
れ
る
こ
と
望

｡
生
ず
る
税
等

.4e
る
体
警

当
､
扉
警

告
手

当
等
に
相
当
す
る
額
以
上
の
額
に
つ
い
て
損
音
の
鹿
僕
を
行
う
こ
と
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
｡
･ま
た
J
に
改

め
る
｡

第
二
の
六
の
的
中

｢す
る
慧

ロ
に
は
｣
の
下
に

T､
当
該
労
働
者
派
遣
契
約
に
H
に
絡
げ
る
事
項
の
定
め
が
な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
｣
を
加
え
r
r労
働
者
据
遣
実
射
の
解
除
を
行
お
う
と
す
る
日
の
少
な
く
と
き

千
日
前
に
蓬

蚕

業

主
に
対
し
そ
の
旨
の
予
告
を
行
C
'な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
｡
当
該
予
啓
を
行
わ
な
い
派
遣
先
は
･
速
や
か
に
･
当
該

派
遣
労
働
者
の
少
な
く
と
も
三
十
bl分
以
上
の
貸
金
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て
損
害
の
始
債
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
｡
沢
連
発
が
予
資
を
し
た
月
か
ら
労
働
者
派
渡
契
約
の
解
除
を
行
軍
フ
と
す
る
日
ま
で
の
期
間
が
三
十
日
に
滞

た
な
い
曇

口
に
は
'
少
な
1
.と
も
労
偽
者
派
遣
契
約
の
解
除
を
行
李
つ
と
す
る
DI
の
三
十
日
前
の
日
か
･h
当
法
王

ロ･(;

日
ま
で
の
期
間
の
日
放
分
以
上
の
黛
金
に
相
当
す
る
敬
ijこ
つ
い
て
｣
を

r少
な
く
と
も
当
該
労
働
着
派
遣
契
約
の
解
除

旨

い
当
該
派
遣
元
事
萱

が
当
該
労
働
者
派
雷

管

韓
遭
労
署

長

警

せ
-

と
箸

余
慧

Y
嘉

た
こ

と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
虐
使
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
｡
例
え
ば
､
当
該
派
草
花
事
業
主
が
当
鋲
派
遣
労
働

､In
T

者
を
休
弟
さ
せ
る
場
合
は
休
業
手
当
に
相
当
す
る
頼
以
上
の
額
に
つ
い
て
'
当
軟
洗
蓮
R
事
算
主
が
や
む
を
得
な
い
事

由
に
よ
り
当
該
裾
遣
労
働
着
を
慮
雇
す
る
尋
合
は
､
派
遣
先
L)よ
る
解

除
の
申
r<
れ
が
相
当
の
猶
予
期
間
を
も
っ
て
行

わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
当
政
派
替
刃
事
業
主
が
解
雇
の
予
告
を
し
な
い
と
き
は
三
十
日
分
以
上
'
当
鏡
予
告
を
し

た
日
か
ら
解
雇
の
日
ま
で

の
期
間
が
三
十
日
に
鋳
た
な
い
と
き
紘
当
鼓
解
雇
の
月
の
三
十
日
前
の
日
か
ら
当
該
予
告
の

日
ま
で
の
日
欺
分
以
上
の
貸
金
に
相
当
す
る
療
以
止
の
頻
に
つ
い
て
'
輯
事
の
賠
債
を
｣
に
改
め
る
.

0
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
首
四
十
六
号

心
神
喪
失
等
の
状
嶺
で
塞
大
な
他
者
行
為
を
行
っ
.た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
ーこ
関
す
る
法
律

(平
成
十
五
年
法
律
第

首
十
号
)
第
八
十
三
条
琴

東

の
規
定
に
基
づ
き
.･心
神
喪
失
等
の
状
態
で
五
大
な
他
者
行
拳
ぞ
行
っ
た
者
の
医
療
及

び
親
祭
等
に
関
す
る
法
律
集
八
.+
三
条
琴

t項
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
要
す
る
兼
用
の
額
の
算
定
方
法

(平
成
十
七
年

厚
生
労
働
省
曹
長
第
三
育
六
十
五
号
)
の
l
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
､
平
成
二
十

1
年
四
月

盲

か
ら
適
用
す
る
.

平
成
二
十

一
年
三
月
三
十

一
日

厚
生
労
働
大
臣

舛
添

要
一

別
表
第

一
辛
第
二
筋
の
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

辞
5

B
rJk
JF
肝
嘩
壷
汁
EE
曽
袷
許
か
落
籍
2g･超
行
端
ゆ
L,T
T
か
伊
C'
t
LIT
旨
叫
JF
除
)*
軸

tCl由
一y
E
.許

諾
袷

.in
罪
同

熟
森
W
Lr-
政
吉
Ir
′
3a
評
竣
淋
鞭
打

竣t/
T
封
静
岡
傭
噂
瀬
林
ff
u
許
容
ゆ
打
か
U

ベ芦
好

評

塗
浄

･

坤
#
妙
蒔
罫
寄
書
等

哲
学
け
L･T
.
55

滴竣
仙濁

n
欝
陶
塘
城
豊

〓
小森

か
同
学

HFS
L;.
挙

=､
識
語

知

弊
伸
t
Jn
E
u
叫
付
き
付
き
8
慧

監
弊
市
営
顎
ヰ
か
.

<

要
義
n
評
替
弊
琳
御
節
同
価
喝
嬉

軍
.2

.
0

00知

口

甘
m
好
評
汝
浄
軸
35
評
同
価
噂
躍
革

1,SOO知

>

鉢
m
相
済
竣
沖
軸
n
索
圃
場
璃
将
軍

)
.5
00JR

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
首
E
l十
七
号

心
神
喪
失
等
の
状
嶺
で
五
大
な
他
者
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
蕉
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
三
条
第
二
項
の

堤
に
よ
る
医
療
に
要
す
る
兼
用
の
額
の
井
定
方
法

(平
成
十
七
年
厚
生
労
他
省
草
ポ
第
三
百
六
十
書
写
)
に
基
づ
き
､

本
診
療
料
及
び
医
責
観
蕪
精
神
科
専
門
療
法
の
施
設

基
準
等

(平
成
十
七
年
厚
生
労
飾
省
告
示
第
三
百
六
十
六
号
)

の
-
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
､
平
成
二
十

l
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
｡

平
成
t
T
T
l
年
三
月
三
十

1
日
.

厚
生
労
働
大
臣

舛
添

要

一

第
三
中
玉
を
六
と
し
､
四
の
次
にこ
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

五

通
院
対
象
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帰
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強
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加
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の
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設
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山
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を
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時
三
各
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上
受
け
入
れ
る
体
制
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確
保
さ
れ
て
い
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せ
.

御
退
院
対
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者
通
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
従
事
者
の
配
置
の
強

化
に
よ
る
十
分
な
体
制
が
整
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さ
れ
て
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と
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ホ
第
十
号

船
員
保
険
法
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和
十
五
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生
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令
弟
五
号
)
第
九
十
六
免
の
規
定
に
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づ
き
､
社
会
保
険
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長
官
の

定
め
る
率
を
次
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よ
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定
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平
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十
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l
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か
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連
用
し
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平
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十
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庁
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を
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十
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り
廃
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す
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だ
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､
各
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所
有
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成
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八
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目
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十
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前
三
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準
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転
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総
額
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び
標
準
賞
与
額
の
稔
艶
の
合
算
額
怒
乗
ず
る
率
に
つ
い
て
は
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な

お
従
前
の
例
に
よ
る
｡
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○

派
遣
先
が
許
ず
べ
き
措
置
に
鱗
す
る
揖
針

(平
成
十

一
年
労
働
省
告
示
第
百
三
十
八
号
)

改
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案

第

二

派
遣
先

が
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ず

べ

き
措
置

六
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遣
労

働

者

の

雇

用
の
安
定
を
図
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た
め

に必要な
措
置

H

労
働
者
派
遣
契
約
の
締
結
に
署
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矧
郵

派遣

先
は
､
労
働
者
派
遣
契
約
の
締
結
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ヨ

恐
喝
勾
盟
烈
叫

婦
す

べ

き
事
由
に
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働
者
派
漣
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約
の
契
約
期
間
が
満
了
す
る
前
に

封
働
者~
葛

喝

労
働
者
の
新

た
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就
業
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式
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確
保
を
図
る
こ
と
及
び
こ
れ
が
TJ
き

な
い

と
き
に
は
少
な
く
と

も

当

課

労
働
者
派
遣
契

約

の
解
除
に

伴

い
当
課
而
辻

元
事
業
主
が
当
較
労
働
者
赤

津
に
係
る
派
遣
労
働
者
を
休
業
さ

せ
る
こ
と

等
を
余
偲
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
韻
書
で
あ
る
休
業
手
当

､

解

軍
丁
舎
手
当
等
に
相
当
す
る
額
以
上
の
額
に
つ
い
て
韻
書
の

鍵
を
行
う

責

1
対
句

労
働
者
派
遣
の
期
間
を

定
め
る
に
当
た
っ
て
は
派
遣
元
事
業
主
と
協
力
し
っ
つ
､
当
亥
派
遣
先
に

お
い
て
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
擾
供
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受
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よ
う
と
す
る
期
間
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し

て
可
能
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限
り
長
く
定
め
る
等
'
派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た

め
に
必
要
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配
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す
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よ
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努
め
る
こ
と
｡

榊

損
害
賠
償
等
に
係
る
適
切
な
措
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派
遣
先
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遣
先
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責
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契
約
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約
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約
の
解
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二

派
遣
先
が
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べ
き
措
置

六

派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置

H

労
働
者
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遣
契
約
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締
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に
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刊
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劃
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遣
先
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労
働
着
派
遣
契
約
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締
結
に
圏
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労
働
者
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遣
の
期
間

を
定
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に
当
た
っ
て
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､
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遣

元

事
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と
協
力
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つ
､
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先
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す
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契
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の
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う
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る
場
合
に
は
､
当
該
労
働
者
派
遣
契
約
に
H
に
掲
げ
る
事
項
の
定
め
が
な

覇

へ
派
遣
労
働
者
の
新
た
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就
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機
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確
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図
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こ
と
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こ
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が
で
き
な
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と
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､
少
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も
当
該
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働
者
派

嘗

蘭

耐
暑

楓
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利
達
労
働
者
を
休
業
さ
せ
る
こ
と
等
を

余

儀

な

く

さ

れ
た
こ
と
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よ
り
生

じ
た
損
害
の
賠
償
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行
わ
な
け
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ら

な

い

こ
と

例
え
ば
､
当
拡
淋

連
元
事
業
主
が
当
較
派
遣
労
働
者
を

作

業

さ

せ

る

場
合
は
休
業
手
当
に
相

当
す
る
辞
1
.上
の
額
に
つ
い
て
､
当
惑
派
遣
元
谷
業
主
が
や
む
を
得
な
い

事
由
に
よ
り
当
詫
派
遣
労
働
者
を
解
雇
す
る
壌
合
は
､
派
連
先
に
よ
る
解

除
の
申
.八

が
相
当
の
猶
予
期
間
を
も
っ
て
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ

別
封
矧
渦
潮
対
-争
業
主
が
解
雇
の
予
告
を
し
な
い
と
き
は
三

十
日
分
以
上

､
当
該
.予
告
を
し
た
日
か
ら
解
雇
の
日
ま
で
の
期

間
が
三
十
日
に
満
た
な

い
と
き
は
当
課
解
雇
の
日
の
三
十
日
前
の
日
か
ら
当
鯨
予
告
の
目
ま
で
の

日
数
分
以
上
の
貸
金
に
相
当
す
る
額
以
上
の
額
に
つ
い
て
､
損
害
の
碇
水

封
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
｡
そ
の
他
旅
遣
先
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派
遣
元
事
業
主
と

十
分
に
協
議
し
た
上
で
適
切
な
善
後
処
理
方
策
を
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ず
る
こ
と
｡
ま
た
､

派
琴

R
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業
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先
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る
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と
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る
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遣
労
働
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図
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事
業
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予
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け
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遣
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損
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と
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派遣先
が
予
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た
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ら
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働
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遣
葵
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十
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予
告
の
日
ま
で
の
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間
の
日
数
分
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の
賃
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に
相
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す
る
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に
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行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
｡
そ
の
他
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遣
先
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と

十
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に
協
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し
た
上
で
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な
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後
処
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方
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る
こ
と
｡
ま
た
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遣
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業
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の
双
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ぞ
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分
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割
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つ
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て
も
十
分
に
考
慮
す
る
こ
と
｡



別添2

職発第0331011号

平成21年3月31日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省職業安定局長

( 公 印 省 略 )

派遣元 ･先指針の改正その他現下の雇用失業情勢を踏まえた

労働者派遣事業に係る指導監督のさらなる徹底について

労働者派遣事業の適正な運営の確保については､派遣元事業主及び派遣先双方に対して､

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭

和r90年法律第88号｡以下 ｢労働者派遣法｣というo)､派遣元事業主が講ずべき措置に関す

る指針 (平成11年労働省告示第137号)及び派遣先が講ずべき措置に関する指針 (平成11

年告示第138号)(以下 ｢派遣元 ･先指針｣という｡)に基づき､指導等を実施してきたと

ころであるが､今後､下記のとおり､対応を強化することとするので､事業主-の指導等

に万全を期されたい｡

なお､派遣労働者の労働条件の確保及び安全衛生の確保については､厚生労働省労働基

準局長より､別添のとおり､｢派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について｣(本

日付け基発第0331010号)が発出されたところであるので､留意されたい｡

記

1 派遣元 ･先指針の改正に伴 う派遣元事業主及び派遣先双方に対する指導等の強化

派遣元 ･先指針の改正については､r派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一

部を改正する件及び派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件の適用につ

いて｣(本 日付け職発第0331010号)により通知しているところであるが､これに基づく

指導等を徹底すること｡

特に､物の製造の業務に係る派遣元事業主及び派遣先については､現下の雇用失業情

勢を踏まえ､各労働局管内の事業所における労働者派遣契約の契約期間満了前の契約解

除 (以下 ｢労働者派遣契約の中途解除｣という｡)に係る情報の把握に努め､労働者派

遣契約の中途解除の情報を把握 した場合には､重点的な指導監督の対象として派遣元 ･

先指針に定める措置が行われるよう指導等を徹底すること｡

また､｢労働者派遣契約の中途解除等-の対応について｣(平成20年12月10日付け基発

第1210009号､職発第1210002号｡以下 ｢通達｣という｡)に基づく労働基準行政との連

携については従前のとおりであるが､改正後の派遣元 ･先指針の周知及び当該指針に基

づく指導等の徹底を図るため､労働基準行政とのより一層の連携が必要となると考えら

れるので､その対応に万全を期することO

なお､通達別添 1及び2については､別添 1及び2のとおり改訂したので､適宜活用



し､派遣先及び派遣元事業主に対し､周知を図ること｡

2 偽装請負等の労働者派遣法違反に対する厳正な指導の徹底等

(1)偽装請負に対する厳正な指導の徹底

偽装請負については､｢偽装請負の解消に向けた当面の取組について｣(平成18年 9

月4日付け基発第0904001号､職発第0904001号)により､取り組んできたところであ

るが､偽装請負の一掃を図るため､改めて､厳正な指導監督を徹底すること｡

また､事業主における偽装請負の予防及び迅速､かつ的確な指導監督に資するよう､

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告

示第37号)を明確化する観点から､｢｢労働者派遣事業と請負により行われる事業との

区分に関する基準｣ (37号告示)に係る疑義応答集について｣(本日付け職発第0331

007号)を通知 したところであるので､事業主-の周知､指導監督に活用すること｡

なお､製造業の請負事業については､その適正化を促進するため､｢製造業の請負

事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に向けた取組について｣(平成19年 6月29日

付け基発第0629001号､職発第0629001号､能発第0629001号)の別添1 ｢製造業の請

負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に取り組む請負事業主が請ずべき措置に関

するガイ ドライン｣及び別添 2 ｢製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促

進に取 り組む発注者が講ずべき措置に関するガイ ドライン｣の積極的な周知及び啓発

に引き続き取り組むこと｡

(2)派遣労働者雇用安定化特別奨励金の活用

いわゆる ｢2009年問題｣-の対応を含め､派遣労働者雇用安定化特別奨励金 (｢雇

用安定事業の実施について｣(平成21年2月6日付け職発第0206004号)の別添3 ｢派

遣労働者雇用安定化特別奨励金支給要領｣参照)を積極的に活用することにより､派

遣労働者について､雇用の需要のある派遣先-の直接雇用の促進を図ること｡

(3)労働者派遣法第23条第 1項の事業報告書を提出しない派遣元事業主-の指導の徹底

事業報告書 (収支決算書を含む｡)を提出しない派遣元事業主に対しては､提出の

督促､指導を徹底するとともに､再三の督促､指導等を行ってもなお提出しない派遣

元事業主に対しては､行政処分 (労働者派遣法第49条第 1項に基づく改善命令､同法

第14条第2項又は第21条第 2項の事業停止命令及び同法第14条第1項に基づく許可の

取消し)を実施することを含めた厳格な対応を行 うこと｡

(馴 漁.略 )



1 労働音源達契約が中途解除壱れた場合には

○ 派遣契約と労働契約は別であり､派遣契約が解除されたからといって､即座に
派遣労働者を解雇できるものではありません｡

○ 派遣会社は､

① 派遣先と連携して派遣先の関連会社での就業のあっせんを受ける

② 派遣会社において他の派遣先を確保する

など､派遣労働者の新たな就業機会を確保するようにしてください0

○ 新たな就業機会を確保できないときは､まず休業等を行い､雇用の維持を図る
ようにしてください｡

【参考】派遣先の講ずべき措置について
○ 派遣先が派遣契約の中途解除を行う場合について､ ｢派遣先が講ずべき措置

に関する指針｣に､派遣先が行うべき措置が次のとおり規定されています｡
① 派遣会社の合意を得るとともに､予め相当の猶予をもって申し入れること

② 派遣先の関連会社での就業をあっせんする等派遣労働者の新たな就業機会
を確保すること

③ ②ができないときは､少なくとも中途解除により派遣会社に生じた損害
(例えば､休業手当相当額､やむを得ず解雇するときの解雇予告手当相当額

以上の額)の賠償を行うこと

※ なお_派遭妾約の締結膳に､派遭契約にこれらの事項を虐める必要がありま
すがL薬約に定めがない】島台であっても.派遭先は措置を行う必要があります.

派遣会社 労働者派遣契約

準 ; こ = 空

≡▼ 】

2 窯金文は休業手当の支払いが必要です

派遣契約が中途解除されても､派遣労働者と派遣会社とは雇用期間満了まで労

働契約は継続しており､派遣会社は賃金を支払う必要があります｡

○派遣労働者を休業させる場合は､休業期間中について､労働基準法に基づき､
平均賃金の6割以上を休業手当として支払わなければなりません｡

整う 厚生労働省 :._都道府県労働局



(1)簡雇について労働契約溝の規定を守らなければなLJません

権利の凝用に当た義解辱握も肇瀞契約法の規定によ払 無動と在ります｡

○ 解雇が無効とされた場合には､派遣会社は､解雇後の期間についても賃金の支

(2)解雇を行う場合に臥 労働基準法に毒づく解雇予章等を行わなければなりません

○ 解雇は少をくとも30Ej前までの予告が必要です｡予告を行わない場合には､
解雇までの日数に応じ下図のような解雇予告手当を支払う必要があります｡

30日前 20日前 10日前 解雇日

丁 で面詰≡訂 こ> なし 10日分 20日分 30日分

○ 労働者から請求があった場合には､解雇の理由等について､証明書を交付す
る必要があります｡

(3)有軸労働契約の恵止めについては.その基準が尭められています

○ 有期労働契約における使用者が講ずるべき措置について ｢有期労働契約の締結､
更新及び雇止めに関する基準｣が定められています｡

○ この基準によれば､有期労働契約が3回以上更新されているか､1年を超えて

継続勤務している有期契約労働者について､有期労働契約を更新しない場合には､
少なくとも30日前までに予告をしなければなりません｡したがって､派遣会社
が､派遣労働者 (契約を3回以上更新されているか､1年を超えて継続勤務して
いる場合に限ります｡)との有期労働契約を更新しない場合には､少なくとも3
･0日前までの予告が必要ですo

O また､裁判例によれば､反復更新の実態等の状況に照らし､解雇に関する法理
の類推適用等により雇止めが認められない場合があります｡

4 相当数の離瀬音が生じると書はハE]-ワークへの届出が必要です

0 1ケ月以内に30人以上の離職者が生じるときは､再就職援助計画又は大量雇
用変動の届出を作成し､ハD-ワークに提出しなければなりません｡

5 社宅や寮に入居している漁連労働者への配慮について

○ 社宅や寮に入居している派遣労働者は､離職に伴い､住居を喪失するおそれがあ
ります｡離職後も引き続き一定期間の入居について､できる限り配慮してください｡

住居を無償で提供する事業主に対して助成 (離職者住居支援給付金)します｡
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○ 最近､労働者派遣契約の中途解除等を行う事案が増加傾向にありますが､労
働者派遣契約が解除されること等に伴い､派遣労働者の雇用にも多大なる影響
を与えています.派遣労働者の雇用の安定を図るためにも､派遣契約の安易な
中途解除は行わないようお願いします｡

○ また､やむを得ず派遣契約を中途解除する場合は､派遣先の講ずべき措置に
関する指針に基づき適切に対応することが必要です｡

′-■･一一~~一一一一･~~~~~-■~ 派遣先の講ずべき措置に関する指針

1派連契約の解除の事前の申入れ

I--Jq-I-I---I-1A-I-llt

○ 派遣先は､派遣会社の合意を得ることはもとより､あらかじめ相当の猶予期間
をもって派遣会社に解除の申入れを行うことが必要です｡

2漬竃先におけ与戴義撫嚢の尊慮

○ 派遣先は､派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により､派遣労働者の
新たな就業機会の確保を図ることが必要ですO

3柵■鴨慎儀に徽る竃切な糟t

① 派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができないときには､少なくと
も中途解除により派遣会社に生じた損害(※)の賠償を行うことが必要です｡

※ 損害賠償は､例えば､次のように行う必要があります｡

ア 派遣会社が派遣労働者を休業させる場合は､休業手当に相当する額以上を賠償

イ 派遣会社がやむを得ず解雇する場合は､次の賃金に相当する額以上を賠償

(i)派遣先の予告がないために派遣会社が解雇予告ができなかったときは､30日以上

(ii)解雇予告の日から解雇までの間の期間が30日に満たないときは､解雇の30Ej前
の臼から嗣雇予告の日までの期間のE]数分以上

② その他派遣先は派遣会社と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずるこ
とが必要です｡

③ 派遣先は､派遣会社から請求があったときは､中途解除を行った理由を派遣会
社に対し明らかにすることが必要です｡

※ なお.派遣契約の締結時に.派遣契約に2と36)の事項を恵める必要があり葦
すが､要約に定めがない】差合であっても.派遣先は措置を行う必要があります｡

モう 厚生労働省 ･ 都道府県労働局



軸糸 3

職 発 第 0331007号

平成 21年 3月 31日

厚生労働省職業安定局長

( 公 印 省 略 )

各都道府県労働局長 殿

｢労働者派遣事業と請負により行われる事業 との区分に

関する基準J(37号告示)に係る疑義応答集について

｢労働者派遣事業 と請負により行われる事業との区分に関する基準｣(昭和

61年労働省告示第 37号)に係る疑義応答集について､別添のとおり取りまと

めたので､今後の指導監督業務において遺漏のないよう取 り扱われたい｡

また､個別事案-の適用については実態を踏まえ適切に対応されたい｡



別添

｢労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に

関する基準｣ (37号告示)に関する疑義応答集

1. 発注者 と請負労働者との日常的な会話

Q

藷負労働者に対 して､発注者は指揮命令を行うと偽装請負になると聞きました

が､発注者が請負事業主の労働者 (以下 ｢請負労働者｣といいます｡)と日常的な

会話をしても､偽装請負となりますか｡

A

発注者が請負労働者と､業務に関係のない日常的な会話をしても､発注者が請

負労働者に対 して､指揮命令を行ったことにはならないので､偽装請負にはあた

りません｡

･2. 発注者か らの注文 (クレーム対応)

Q

欠陥製品が発生 したことから､発注者が請負事業主の作業工程を確認 したとこ

ろ､欠陥商品の原因が請負事業主の作業工程にあることがわかりました｡この場

合､発注者が請負事業主に作業工程の見直 しや欠陥商品を製作 し直すことを要求

することは偽装請負となりますか｡

A

発注者か ら請負事業主に対して､作業工程の見直しや欠陥商品を製作 し直すこ

となど発注に関わる要求や注文を行うことは､業務請負契約の当事者間で行われ

るものであ り､発注者から請負労働者への直接の指痩命令ではないので労働者派

遣には該当せず偽装請負にはあたりません｡

ただ し､発注者が直接､請負労働者に作業工程の変更を指示 した り､欠陥商品

の再製作を指示 した りした場合は､直接の指揮命令に該当することから偽装請負

と判断されることにな ります｡

3, 発注者の労働者による請負事業主への応援

Q

発注者か ら大量の注文があり､請負労働者だけでは処理できないときに､発注

者の労働者が請負事業主の作業場で作業の応援を行った場合､偽装請負となりま

すか｡

A

l



発注者の労働者が-､請負事業主の指揮命令の下､請負事業主の請け負った業務

を行った場合は､発注者が派遣元事業主､請負事業主が派遣先となる労働者派遣

に該当 します｡労働者派遣法に基づき適正に行われていない限りは違法となりま

す｡

なお､請負事業主では大量の注文に応じられないことから､従来の契約の一部

解除や変更によって､請負事業主で処理しなくなった業務を発注者が自ら行うこ

ととなった場合等は､変更等の手続が適切になされているのであれば､特に違法

ではありません｡

4.管理責任者の兼任

Q

請負事業主の管理責任者が作業者を兼任する場合､管理責任者が不在になる場

合も発生 しますが､請負業務として問題がありますか｡

A

請負事琴主の管理責任者は､請負事業主に代わって､請負作業場での作業の遂

行に関する指示､請負労働者の管理､発注者との注文に関する交渉等の権限を有

しているものですが､仮に作業者を兼任して､通常は作業をしていたとしても､

これ らの責任も果たせるのであれば､特に問題はありません｡

また､管理責任者が休暇等で不在にすることがある場合には､代理の者を選任

しておき､管理責任者の代わりに権限を行使できるようにしておけば､特に問題

はありません｡

ただ し､管理責任者が作業者を兼任 しているために､当該作業の都合で､事実

上は請負労働者の管理等ができないのであれば､管理責任者とはいえず､偽装請

負と判断されることになります｡

さらに､請負作業場に､作業者が 1人しかいない場合で当該作業者が管理責任

者を兼任 している場合､実態的には発注者から管理責任者への注文が､発注者か

ら請負労働者への指揮命令となることから､偽装請負と判断されることになりま

す｡

5. 発注者の労働者 と請負労働者の混在

Q

発注者の作業スペースの一部に請負事業主の作業スペースがあるときに､発注

者と請負事業主の作業スペースを明確にパーテーシヨン等で区分 しないと偽装請

負とな りますか｡

また､発注者の労働者と請負労働者が混在 していると､偽装請負となりますか.

A
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適正な請負と判断されるためには､請負事業主が､自己の労働者に対する業務

の遂行に関する指示その他の管理を自ら行っていること､請け負った業務を自己

の業務として契約の相手方か ら独立 して処理することなどが必要です｡

これ らの要件が満たされているのであれば､仮に両事業主の作業スペースがパ

ーテーシヨン等により物理的に区分されていることがなくても､それだけをもっ

て偽装請負 と判断されるものではありません｡

また､同様に､上記の要件が満たされているのであれば､パーテーシヨン等の

区分がないだけでなく､発注者の労働者と請負労働者が混在 していたとしても､

それだけをもって偽装請負と判断されるものではありません｡

ただ し､例えば､発注者 と請負幸美主の作業内容に連続性がある場合であって､

それぞれの作業スペースが物理的に区分されてないことや､それぞれの労働者が

混在 していることが原因で､発注者が請負労働者に対し､業務の遂行方法に必然

的に直接指示を行ってしまう場合は､偽装請負と判断されることになります｡

6.中間ラインで作業をする場合の取扱

Q

製造業務において､発注者の工場の製造ラインのうち､中間のラインの一つを

請け負っている場合に,毎日の業務量は発注者が作業 しているラインから届く半

製品の量によって変動 します｡この場合は､偽装請負とな りますか｡

A

適切な請負と判断されるためには､業務の遂行に関する指示その他の管理を請

負事業主が自ら行っていること､請け負った業務を自己の業務として相手方から

独立 して処理することなどが必要ですが､これらの要件が満たされているのであ

れば､発注者の工場の中間ラインの一つを請け負っていることのみをもって､偽

装請負と判断されるものではありません｡

具体的には､工場の中間ラインの一つを請け負っている場合であっても､一定

期間において処理すべき業務の内容や量の注文に応 じて､請負事業主が自ら作業

遂行の速度､作業の割 り付け､順番､労働者数等を決定 しているのであれば中間

ラインのr つを請け負っていることのみをもって､偽装請負と判断されるもので

はありません｡

ただ し､工場の中間ラインの一つを請け負っている場合で､一定期間において

処理すべき業務の内容や量が予め決まっておらず､他の中間ラインの影響によっ

て､請負事業主が作業する中間ラインの作業開始時間と終了時間が実質的に定ま

ってしまう場合など､請負事業主が自ら業務の遂行に関する指示その他の管理を

行っているとはみなせないときは､偽装請負と判断されることにな ります｡



7. 作業工程の指示

Q

発注者が､請負業務の作業工程に関して､仕事の順序の指示を行ったリ､請負

労働者の配置の決定を行ったりしてもいいですか｡また､発注者が直接請負労働

者に指示を行わないのですが､発注者が作成した作業指示書を請負事業主に渡し

てそのとおりに作業を行わせてもいいですか｡

A

適切な請負と判断されるためには､業務の遂行に関する指示その他の管理を請

負事業主が自ら行っていること､請け負った業務を自己の業務として相手方から

独立 して処理することなどが必要です.

したがって､発注者が請負業務の作業工程に関 して､仕事の順序 ･方法等の指

示を行ったリ､請負労働者の配置､請負労働者一人ひとり-の仕事の割付等を決

定 したりすることは､請負労働者が自ら業務の遂行に関する指示その他の管理を

行っていないので､偽装請負と判断されることになります.｡

また､こうした指示は口頭に限らず､発注者が作業の内容､順序､方法等に関

して文書等で詳細に示 し､そのとおりに請負事業主が作業を行っている場合も､

発注者による指示その他の管理を行わせていると判断され､偽装請負と■判断され

ることになります｡

8. 発注量が変動する場合の取扱

Q

発注する製品の量や作業量が､日ごと月ごとに変動が激しく､一定量の発注が

困 難 な場合にー包括的な業務請負契約を締結 しておき､毎月必要量を発注した上

で ､ 出 来高での精算 とすることは､偽装請負となりますか｡また､完成した製品

'の量等に応 じた出来高精算ではなく､当該請負業務に投入した請負労働者の人数

により精算することは､偽装請負となりますか｡

A

請負事業主が発注者から独立して業務を処理 しているとともに､発注される製

品や作業の量に応 じて､請負事業主が自ら業務の遂行方法に関する指示 (順序､

緩急の調整等)､労働者の配置や労働時間の管理等を行うことにより､自己の雇用

する労働者を請負事業主が直接利用しているのであれば､包括的な業務請負契約

を締結 し､発注量は毎日変更することだけをもって､偽装請負と判断されるもの

ではありません｡

また､このように発注量が変動し､請負料金が一定しない場合に､完成した製

品の個数等に基づき出来高で精算することだけをもって､偽装請負と判断される

ものではありません｡

ただし､製品や作業の完成を目的として業務を受発注 しているのではなく､業
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務を処理するために費やす労働力 (労働者の人数)に関して受発注を行い､投入

した労働力の単価を基に請負料金を精算 している場合は､発注者に対 して単なる

労働力の提一供を行われているにすぎず､その場合亡は偽装請負 と判断されること

にな ります｡

9.請負労働者の作琴服_

Q

請負労働者の作業服について､発注者からの指示があった場合は､偽装請負と

な りますか.また､発注者と請負事業主のそれぞれの労働者が着用する作業服が

同一であった場合は偽装請負となりますか｡

A

適切な請負と判断されるためには､請負盲業主が､自己の労働者の服務卓の

規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと､業務を自己の

業務 として契約の相手方から独立 して処理することなどが必要です｡

請負労働者に対 して発注者が直接作業服の指示を行ったリ､請負事業主を通

じた関与を行ったりすることは､請負事業主が自己の労働者の服務上の規律に

関する指示その他の管確 を自ら行っていないこととなり､偽装請負と判断され

ることになります.

ただ し､例えば､製品の製造に関する制約のため､事業所内への部外者の侵

入 を防止 し企業機密を守るため､労働者の安全衛生のため等の特段の合理的な

理由により､特定の作業服の着用について､双方合意の上､予め請負契約で定

めていることのみをもって､偽装請負と判断されるものではありません｡

10.請負集務において発注者が行 う技術措蕃

Q

請負労働者に対 して､発注者は指揮■命令を行ってほならないと聞きましたが､

技術指導等を行うと､偽装請負となります力工

A

適切な請負と判断されるためには､請負事業主が､自己の雇用する労働者の労

働力を自ら直接利用すること､業務を自己の業務として契約の相手方から独立し

て処理.することなどの要件を満たすことが必要となります｡

発注者が､これらの要件を逸脱 して労働者に対して技術指導等を行 うことはで

きませんが､一般的には､発注者が請負労働者に対して行う技術指導等とされる

もめの うち次の例に該当するものについては､当該行為が行われたことをもって､

偽装請負と判断されるものではありません｡

【例コ
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ア 請負事業主が､発注者から新たな設備を借り受けた後初めて使用する場合､

借 り受けている設備に発注者による改修が加えられた後初めて使用する場合

等において､請負事業主による業務処理の開始に先立って､当該設備の貸主

としての立場にある発注者が､借り手としての立場にある請負事業主に対し

て､当該設備の操作方法等について説明を行う際に､請負事業主の監督の下

で労働者に当該説明 (操作方法等の理解に特に必要となる実習を含みます｡)

を受けさせる場合のもの

イ 新製品の製造着手時において､発注者が､請負事業主に対して､請負契約

の内容である仕様等について補足的な説明を行う際に､請負事業主の監督の

下で労働者に当該説明 (資料等を用いて行う説明のみでは十分な仕様等の理

解が困難な場合に特に必要となる実習を含みます｡)を受けさせる場合のもの

り 発注者が､安全衛生上緊急に対処する必要のある事項について､労働者に

対 して指示を行う場合のもの

ll.請負業務の内容が変更 Ll=場合の技術指導

Q

製品開発が歩繁にあり､それに応じて請負業務の内容が変わる場合に､その都

度､発注者からの技術指導が必要となりますが､どの程度まで認められますかc

A

請負業務の内容等については日常的に壷微な変更が発生することも予想されま

すが､その場合に直持発注者から請負労働者に対して変更指示をすることは偽装

請負にあた ります｡一方､発注者から請負事業主に対して､変更に関する説明､

指示等が行われていれば､特に問題はありません｡

ただし､新 しい製品の製造や､新しい機械の導入により､従来どおりの作業方

法等では処理ができない場合で､発注者から請負事業主に対 しての説明､指示等

だけでは処理できないときには､QIOア又はイに準 じて､変更に際して､発注者

による技術指導を受けることは､特に問題はありません｡

12.玄関､食堂等の使用

Q

発注者の建物内において請負業務の作業をしていますが､当該建物の玄関､食

堂､化粧室等を発注者 と請負事業主が共同で使用することは違法となりますか｡

また､別個の双務契約を締結する必要はありますか｡

A

食堂､化粧室等のように業務処理に直接必要とはされない福利厚生施設や､建

物の玄関､エレベーターのように不特定多数の者が使用可能な場所 ･設備を､発
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注者 と請負事業主が共同で使用することは差 し支えありません｡また､使用に当

たって､別個の双務契約までは必ずしも要するものではありません｡

13.作業場所等の使用料

Q I

発注者の建物内において請負業務の作業をしていますが､当該建物内の作業場

所の賃貸料や光熱費､請負労働者のために発注者か ら提供を受けている更衣室や

ロッカーの賃借料についても､別個の双務契約が必要ですか｡

A

適正な請負と判断されるためには､請負事業主が請け負った業務を自己の業務

として契約の相手方から独立 して処理することなどが必要であり､単に肉体的な

労働力を提供するものではないことが必要です｡そのためには､(か請負事業主の

責任 と負担で､機械.設備若 しくは器材 (業務上必要な簡易な工具を除きます｡)

又は材料若 しくは資材を準備 し､業務の処理を行 うか､②企画又は専門的な技術

若 しくは経験で業務を処理するか､いずれかであることが必要です｡

①の場合に､請負業務の処理自体に直接必要とされる機械､資材等を発注者か

ら借 り入れた り､購入 した りする場合は請負契約とは別個の双務契約が必要です'.

他方､請負業務の処理に間接的に必要とされるもの (例えば､請負業務を行う

場所の賃貸料や､光熱費)､請負業務の処理自体には直接必要とされないが､請負

業務の処理に伴い､発注者から請負事業主に提供されるもの (例えば､更衣室や

ロヅカー)については､別個の双務契約までは必要なく､その利用を認めること

等について請負契約中に包括的に規定されているのであれば特に問題にないもの

です｡

｢ 14.双務契約が必要な範囲

Q

発注者から､製造の業務を請け負った場合､請負事業主の責任と負担で､機械､

設備若 しくは希材又は材料若 しくは資材を準備 し､業務処理を行うことが必要で

あり､機械､資材等を発注者から借 り入れ又は購入するのであれば､別個の双務

契約が必要とのことですが､半製品への部品の組み込みや塗装､完成品の梱包の

業務を請け負っている場合に､発注者から提供された部品､塗料､梱包材等につ

いて､一旦発注者か ら購入することが必要ですか｡

A

発注者から､①半製品とそれに組み込む部品や仕上げのための塗料等を提供さ

れた上で半製品に部品を取 り付けたり､塗装 した りする業務を請け負っている場

合､②完成品と梱包材を提供された上で完成品を梱包する業務を請け負っている
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場合に､半製品と部品や塗料､完成品と梱包材を､一旦発注者から請負事業主が

｢購入J L､取付 ･塗装や梱包の業務の完了後に､加工後の半製品や梱包後の完

成品を請負事業主から発注者に ｢売却｣するための双務契約までは必要ありませ

ん｡

ただ し.このような塗装､梱包等の業務であっても､当該組み込み､塗装､梱

包等の業務に必要な機械､設備又は機材は､請負事業主の責任で準備するか､発

注者から借 り入れる又は購入するのであれば､別個の双務契約を締結することが

必要にな ります｡

15.資材等の調達費用

Q

製造の業務を請け負っていますが､請負事業主が調達する原材料の価格が日々

変動 した り､発注量によって原材料の量も変動したりすることから､請負経費の

中に原材料の費用を含めて一括の契約を締結することは困難です｡原材料につい

て､請負代金 とは別に実費精算とした場合､偽装請負となりますか｡

A

請負業務の処理に必要な資材等については､請負事業主の責任により調達する

ことが必要ですが､必要となる資額等の価格が不明確な場合で､予め契約を締結

することが困難な場合は､請負業務にかかる対価とは別に､精算することとして

も特に問題はありません｡



(参 考 1)

○派遣元事業主が講ずべ き措置に関する指針

(平成十一年十一月十七 日 労働省告示第百三十七号)

第一 趣 旨

この指針 は､労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の

整備等に関す る法律 (以下 ｢労働者派遣法｣ という｡)第二十四条の三､第三幸第

一節及び第二節 の規定によ り派遣元事業主が講ずべ き措置 に関 して､その適切か

つ有効 な実施 を図 るために必要な事項 を定めたものである｡

第二 派遣元事業主が講ずべき措置

一 労働者派遣契約の締結 に当た っての就業条件の確認

派遣元事業主は､派遣先 との間で労働者派遣契約 を締結す るに際 しては､派遣

先が求め る業務の内容､当該業務 を遂行するために必要 とされ る知識､技術又は

経験 の水準 ､労働者派遣の期間その他労働者派遣契約の締結 に際 し定めるべ き就

業条件 を事前 にきめ細かに把握す ること｡

二 派遣労働者の雇 用の安定を図るために必要な措置

(-) 雇用契約の締結 に際 して配慮すべき事項

派遣元事業主は､労働者 を派遣労働者 として雇 い入れ よ う-とするときは､当該

労働者の希望及び労働者派遣契約における労働者派遣の期間.を勘案 して､雇用契

約の期間について､当該期間 を当該労働者派遣契約における_Z労働者派遣の期間 と

合わせ る等､派遣労働者の雇用の安定を図るために必要 な酉古虞 をするよう努める

こと｡

(二) 労働者派遣契約の締結 に当た って講ずべ き措置

派遣元事業主は､労働者派遣契約の締結に当た って､派遣先の責に帰すべき事

由によ り労働者派遣契約の契約期間が満了す る前 に労働者派遣契約の解除が行わ

れ る場合には､派遣先は派遣労働者の新たな就業機会の確保 を図ること及び これ

ができないときには少な くとも当該労働者派遣契約の解除に伴 い当該派遣元事業

主が当該労働者派遣 に係 る派遣労働者 を休業 させ ること等を余儀 な くされること

によ り生ず る損害 である休業手当､解雇予告手当等に相 当する額以上の額 につい

て損害の賠償 を行 うことを定めるよう求めること｡

(≡) 労働者派遣契約の解除に当た って講ずべ き措置

派遣元事 業主は､労働者派遣契約の契約期間が満 了す る前に派遣労働者の責に

帰すべ き事 由以外 の事 由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には､当

該労働者派遣契約 に係 る派遣先 と連携 して､当該派遣先か らその関連会社での就

業のあっせんを受 けること､当該派遣元事業主において他の派遣先を確保す るこ

と等によ り､当該労働者派遣契約に係る派遣労働者 の新たな就業機会の確保 を図

ること｡また､当該派遣元事業主は､当該労働者派遣契約の解除に当たって､新

たな就業機会 の確保ができない場合は､まず休業等 を行い､当該派遣労働者の雇

用の維持 を図るよ うにす るとともに､休業手当の支払等の労働基準法 (昭和二十二

年法律第四十九号)等に基づ く責任 を果たす こと｡さらに､やむを得ない事 由によ

りこれがで きない場合において､当該派遣労働者 を解雇 しようとするときであっ

ても､労働契約法 (平成十九年法律第百二十八号)の規定 を遵守することはもと

よ り､当該派遣労働者 に対す る解雇予告､解雇予告手当の支払等の労働基準法等

に基づ く責任 を果 たす こと｡

三 適切な苦情 の処理



派遣 元事業主は､派遣労働者 の苦情 の申出を受 ける者 ､派遣元事業主 において

苦情 の処理 を行 う方法､派遣元事 業主 と派遣先 との連携 のための体制等 を労働者

派 遣 契約 において定める こと｡また､派遣 元管理 台帳に苦情の申出を受 けた年月

日､苦情 の内容及 び苦情 の処理状況 について､苦情の申出を受 け､及 び苦情 の処

理 に当た った都度 ､記載す る こと｡また､派遣労働者か ら苦情 の申出を受 けた こ

とを理 由 と して､当該派遣労働者 に対 して不利益な取扱 いを してはな らない こと

四 労働 .社会 保険 の適用の促進

(-) 労働 ･社会保険への適切 な加入

派 遣元事 業主は､その雇用す る派 遣労働者 の就業の状況等を踏 まえ､労働 ･社

会 保 険の適用手続 を適切に進め､労働 ･社会保険 に加入する必要が ある派遣労働

者 につ いては､加入 させてか ら労働者派遣 を行 うこと｡ただ し､新規 に雇 用す る

派 遣 労働者 につ いて労働者派遣 を行 う場合で あって､当該労働者派遣 の開始後速

やか に労働 ･社会保険の加入手続 を行 うときは､ この限 りでないこと｡

(二) 派遣 労働者 に対す る未加 入の理 由の通知

派遣 元事 業主は､労働 ･社会保険 に加入 していない派遣労働者 につ いては､派

遣 先 に対 して通知 した当該派遣労働者 が労働 ･社会保険に加入 して いな い具体 的

な理 由を､当該派 遣労働者 に対 して も通知す る こと｡

五 派遣 先 との連絡体制の確立

派 遣 元事業主 は､派遣先 を定期 的に巡回す る こと等によ り､派遣 労働者 の就業

の状況 が労働者派 遣契約の定めに反 して いない ことの確認等 を行 うとともに､派

遣 労働者 の適正な派遣就業の確保のために きめ細かな情報提供 を行 う等 によ り派

遣 先 との連絡調整 を的確 に行 うこと｡

六 派遣 労働者 に対す る就業条件の明示

派遣 元事 業 主は ､モデル就業条件 明示毒 の活用等によ り､派遣労働者 に対 し就

業 条件 を明示す る こと｡

七 労働者 を新 たに派遣労働者 とす るに当た っての不利益取扱 いの禁止

派遣 元事 業主は､その雇用す る労働者 であ って､脈革労働者 と して雇 い入れた

労働者 以外 の もの を新たに労働者派遣 の対 象 と しようとする場合で あって､当該

労_働者 が 同意 を しないことを理 由 と して､当該労働者に対 し解雇 その他不利益な

取扱 い を してはな らないこと｡

八 派遣 労働者 の福祉 の増進

(-) 福利厚生等の措置 に係 る派遣先 の労働者 との均衡 に配慮 した取扱 い

派 遣 元事業主 は､労働者派遣 に係 る業務 を円滑に遂行す る上 で有用な物品の貸

与 や教 育訓練 の実施等 をは じめ とす る派遣 労働者の福利厚生等の措置 について､

必要 に応 じ派遣 先 に雇用 され派遣 労働者 と同種 の業務に従事 している労働者 等の

福 利厚 生等 の実状 を把握 し､当該派 遣先に おいて雇用 されている労働者 との均衡

に配慮 して必要 な措置 を講ず るよ う努め る こと｡

(二) 派遣 労働者 の適性､能 力､希 望等 に適合す る就業機会の確保等

派遣 元事 業主は､派遣労働者 又 は派遣 労働者 と して雇用 しよ うとす る労働者 に

つ いて､当該労働者 の適性 ､能 力等 を勘案 して､最 も適合 した就業の機会の確保

を図 る とともに､就業す る期間及び 日､就業時間､就業場所 ､派遣先 における就

業環境 等 につ いて当該労働者の希望 と適合す るよ うな就業機会 を確保す るよ う努

め な けれ ばな らな いことOまた､派 遣労働者 はその有す る知識 ､技術 ､経験等 を

活 か して就業機会 を得 ていることにかんがみ､派遣元事業主は､就業機会 と密接

に関連 す る教育訓練の機会 を確保す るよ う努めなけれ ばな らない こと｡

九 関係法令 の関係者への周知



派遣 元事 業主は､労働者派遣法の規定による派遣元事業主及び派遣先が講ずべ

き措置 の内容並び に労働者派遣法第三章第四節に規 定す る労働基準法等の適用に

関す る特例 等 関係法令の関係者への周知の徹底 を図 るため に､説 明会等の実施､

文書 の配布 等 の措置 を講ず る こと｡

十 個 人情報 の保護

(-) 個 人情 報 の収 集､保管及び使用

イ 派遣 元事 業主 は､派遣 労働者 となろうとする者 を登録す る際には当該労働者の

希望及 び能 力に応 じた就業の梯会の確保 を図る 目的の範囲内で､派遣労働者 と し

て雇 用 し労働者派 遣 を行 う際 には当該派遣労働者の適正な雇 用管理 を行 う目的の

範 囲 内 で､派遣労働者 とな ろ うとす る者及び派遣労働者 (以下 ｢派遣労働者等｣と

い う｡)の個 人情報 ((-)及 び に )において単 に ｢個 人情報 ｣ とい う｡)を収等す る

ことと し､次 に掲 げる個 人情報 を収集 してはな らない こと｡ただ し､特別な業務

上の必 要性 が存在す る ことその他 業務の 目的の達成 に必要 不可欠であって､収集

目的 を示 して本人か ら収集す る場合は この限 りでない こと｡

(イ) 人種､民族 ､社会的身分 ､門地 ､本籍､出生地 その他社 会的差別の原因 とな

るおそれの ある事項

(口) 思 想及 び信条

(ハ) 労 働組 合への加入状況

口 派遣 元事 業主 は､個 人情報 を収集す る際には､本人か ら直接収集 し､又は本人

の 同意 の下 で本人以外 の者 か ら収集す る等適法かつ公正な手段によ らな けれ ばな

らな い こと｡

ハ 派 遣 元事 業主 は､高等学校 若 しくは中等教育学校 又は中学校の新規卒業予定者

で あ って派遣労働者 とな ろ うとす る者か ら応募書類の提出 を求め るときは､職業

安 定局長の定 める書類 によ り提 出を求めること｡

二 個 人情報 の保管又は使 用 は､収集 目的の範囲に限 られ る こと｡なお､派遣労働

者 と して雇用 し労働者派遣 を行 う際 には､労働者派遣事業制度の性質上 ､派遣元

事 業主 が派遣 先に提供す る ことができる派遣労働者 の個 人情報 は､労働者派遣法

第三十 五条 の規定 によ り派遣 先 に通知すべき事項のほか､当該派遣労働者の業務

遂行能 力に関す る情報 に限 られ るものであること｡ただ し､他の保管若 しくは使

用 の 目的 を示 して本 人の 同意 を得た場合又は他 の法律 に定 めの ある場合は､ この

限 りで ない こと｡

(二) 適 正管理

イ 派 遣 元事 業主は､その保 菅又 は使用 に係 る個人情報 に関 し､次 に掲 げる措置 を

適切 に講ず る とともに､派遣 労働者等か らの求めに応 じ､ 当該措置の内容 を説明

しな けれ ばな らな い こと｡

(イ) 個 人情報 を目的に応 じ必要 な範囲 において正確かつ最 新の ものに保つための

措置

(口) 個 人情報 の紛失 ､破壊及 び改 ざん を防止す るための措置

(ハ) 正 当な権 限 を有 しな い者 による個 人情報へ のアクセス を防止 す るための措置

(ニ) 収 集 日的 に照 らして保 管す る必要がな くな った個人情 報 を破棄又は削除す る

ための措置

口 派遣 元事 業主が､派遣 労働者 等の秘密 に該 当す る個人情報 を知 り得た場合には､

当該個 人情報 が正 当な理 由な く他人に知 られ る ことのな いよ う､厳重な管理 を行

わ な けれ ばな らない こと｡

ハ 派遣 元事業主 は､次 に掲 げ る事項 を含む個人情報 の管理規程 を作成 し､これ を

遵守 しな けれ ばな らな い ことO

(イ) 個 人情報 を取 り扱 うことが できる者の範国 に関す る事 項
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(口) 個 人情報 を取 り扱 う者に対する研修等教 育訓練 に関す る事項

(ハ) 本 人か ら求め られた場合の個人情報の開示 又は訂正 (削除を含む ｡以下同 じ｡)

の取扱 いに関す る事項

(二) 個 人情報 の取扱 いに関す る苦情の処理に関す る事項

二 派遣 元事 業主は､本人が個人情報 の開示又 は訂正 の求め を した ことを理 由 と し

て､当該本 人に対 して不利益な取扱 いを して はな らないことD

(三) 個 人情報 の保 護 に関す る法律の遵守等

(-)及び (二)に定めるもののほか､派遣元事 業主 は､個人情報の保護 に関す る

法律 (平成十五年法律第五十七号)第二条第三項 に規 定す る個人情報取扱事業者

(以下 ｢個 人情報 取扱事業者｣ とい う｡)に該 当す る場合には､同法第四章 第一節

に規定 す る義務 を遵守 しなければな らないこt,｡また､個人情報取扱事業者 に該

当 しな い場合 であ っても､個人情報取扱事業者 に準 じて､個人情報の適正な取扱

いの確 保 に努 める こと｡

十 一 派遣労働者 の耳寺定 を目的 とする行為に対す る協 力の禁止等

(-) 派遣元事業主 は､紹介予定派遣の場合 を除 き､派遣先による派遣労働者 を特

定す る ことを 目的 とす る行為(=協 力 してはな らない ことQなお､派遣労働者又 は

派遣労働者 とな ろ うとす る者が､ 自らの判断 の下 に派遣就業開始前の事業所訪 問

若 しくは履歴書 の送付又は派遣就業期間中の履歴書 の送付 を行 うことは､派遣先

によ って派遣労働者 を特定することを目的 とす る行為が行われた ことには該 当せ

ず､実 施可能 であるが､5rTe遣元事業主は､派遣 労働者又は派遣労働者 とな ろ うと

する者 に対 して これ らの行為 を求めないこと とす る等､派遣労働者 を特定す るこ

とを 目的 とす る行為へ の協 力の禁止 に触れ な いよ う十分留意す ること｡

(二) 派 遣元事業主 は､派遣先 との間で労働者 派遣契約 を締結す るに当た っては､

職業安 定法 (昭和二 十二年法律第百四十一号)第三条 の規定を遵守す るとともに､

派遣労働者 の性別 を労働 者派遣契約 に記載 し､ これ に基づき当該派遣労働者 を当

該派遣 先に派遣 してはな らないこと｡

十 二 紹 介予定派遣

(-) 紹介予定派遣 を受 け入れ る期間

派遣 元事 業主 は､紹介予定派遣 を行 うに当た って は,六箇月を超 えて､同一の

派遣労 働者 の労働者派遣 を行わない こと｡

(二) 派 遣先が職 業紹介 を希望 しない場合又は派遣労働者 を雇用 しない場合の理 由

の明示

派遣 元事業主 は､紹介予定派遣 を行 った派遣 先が職 業紹介 を受けることを希望

しなか った場合又 は職 業紹介 を受 けた派遣労働者 を雇用 しなか った場合には､派

遣労働 者の求めに応 じ､派遣先 に対 し､それ ぞれ その理 由を書面､ ファクシ ミリ

又は電 子 メール に よ り明示す るよ う求め る こと｡ また.派遣先か ら明示 され た理

由を､派遣労働者 に対 して書面､ファク シ ミリ又 は電子 メール (ファクシ ミリ又 は

電子 メール による場合 にあっては､当該派 遣労働者が希望 した場合 に限 る｡)によ

り明示 す る ことC

十 三 情報 の公 開

派遣 元事 業主 は､派遣労働者及び派遣先が 良質 な派遣元事業主 を適切 に選択 で

きるよ う､労働者派遣 の実績､派遣料金 の績 ､派遣労働者の賃金の窺 ､教育訓練

その他事 業運営 の状況 に関す る情報 を公開す る こと｡
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(参 考 2)

○派遣 先が講ず べ き措置 に関す る指針

(平成十一年十一 月十七 El 労働省告示第百三十八号)

第一 趣 旨

この指針は ､労 働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の

整備等 に関す る法律 (以下 ｢労働者派遣 法｣ とい う｡)等三幸第一節 及び第 三節の

規定 に よ り派 遣先 が講ずべ き措置 に関 して､その適切かつ有効 な実施 を図るため

に必要 な事項 を定 めたもので ある｡

第二 派 遣先が講ず べ き措置

一 労働 者派遣 契約 の締結 に当た っての就 業条件の確認

派遣 先 は､労働 者派遣契約 の締結 の 申込 み を行 うに際 しては､就 業 中の派遣労

働者 を直接指揮命 令す る ことが見込 まれ る者 か らー業務の内容 ､当該業務 を遂行

す るた めに必 要 と され る知識､技術又は経験 の水準その他労働者派遣契約の締結

に降 し定め るべ き就 業条件の内容 を十分 に確認す ること｡

二 労働 者派遣 契約 に定め る就業条件の確 保

派遣 先は､労働 者派遣 契約 を円滑かつ 的確 に履行す るため､次 に掲 げる措置そ

の他派 遣先の実態 に即 した適切 な措置 を講ず ること｡

(-) 就 業条件 の周 知徹底

労働 者派遣 契約 で定め られた就業条件 につ いて､当該派遣労働者の業務の遂行

を指揮 命令す る職 務上の地位 にある者 その他 の関係者 に当該就業条件 を記載 した

春画 を交付 し､又 は就業場所に掲示す る等 に よ り､周知の徹 底 を図る こと｡

(二) 就 業場所 の巡 回

定期 的 に派 遣労 働者の就業場所 を巡回 し､ 当該派遣労働者 の就業の状況が労働

者派遣 契約 に反 して いない ことを確認す る ことO

(≡) 就 業状況 の報 告

派遣 労働者 を直 接指揮命令す る者 か ら､定 期的に当該派遣労働者 の就業の状況

につ いて報告 を求 め ること｡

(四) 労働者派遣 契 約の 内容 の遵守 に係 る指導

派遣 労働者 を直接指揮命令す る者 に対 し､労働者派遣契約 の内容 に達反す るこ

ととな る業務 上の指示 を行わないよ うにす る こと等の指導 を徹 底す る こと｡

三 派 遣労働者 を特 定す る ことを目的 とす る行為の禁止

派遣 先は､紹 介 予定派遣 の場合 を除 き､派 遣元事業主が 当該派遣 先の指揮命令

の下 に就業 させ よ うとす る労働者 について､労働者派遣に先立 って面接す る こと､

派遣 先 に対 して 当該労働者 に係 る履歴書 を送 付 させ ることの ほか ､若年者 に限 る

こと とす る こと等 派遣労働者 を特定す る ことを目的 とす る行為 を行わ ない こと｡

なお､派遣労働者 又 は派遣労働者 とな ろ うとす る者が､ 自らの判断の下 に派遣就

業開始前 の事 業所訪 問若 しくは履歴書 の送 付 又は派遣就業期 間中の履歴書の送付

を行 うことは､派 遣 先に よって派遣労働 者 を特定す ることを 目的 とす る行為が行

われた ことには該 当せず ､実施可能 で あ るが ､派遣先 は､派遣元事業 主又は派遣

労働者 若 しくは派 遣 労働 者 とな ろ うとす る者 に対 して これ らの行為 を求めないこ

ととす る等 ､派遣 労働者 を特定す る ことを 目的 とす る行為の禁止 に触れ ないよう

十分留意 す る こと｡

四 性別 による差別 の禁止

派遣 先 は､派遣 元事 業主 との間で労働 者派遣契約 を締結す るに当た っては､当

該労働 者派遣 契約 に派遣 労働者の性別 を記載 してはな らない こと｡



五 労働 者派遣契約の定めに違反する事実 を知 った場合の是正措置等

派遣 先 は､労働者派遣契約の定め に反す る事実 を知 った場合 には､ これ を早急

に是正す るとともに､労働者派遣契約の定めに反する行為 を行 った者及 び派遣先

責任者 に対 し労働者派遣契約 を遵守 させ るために必要な措置 を講ず ること､派遣

元事 業主 と十分 に協議 した上で損害賠償等の善後処理方策 を講ず ること等適切な

措置 を講 ず ること｡

六 派 遣労働者の雇用の安定 を図 るために必要な措置

(-) 労働 者派遣 契約の締結 に当たって講ずべ き措置

派遣 先 は､労働者派遣契約の締結 に当た って､派遣先の責に帰すべ き事 由によ

り､労働 者派遣 契約の契約期間が満 了する前に労働者派遣契約の解除 を行 お うと

す る場合 には､派遣先は派遣労働者 の新たな就業機会の確保 を図ること及び これ

が で きな い ときには少な くとも当該 労働者派遣契約の解除 に伴 い当該派遣元事業

主が 当該 労働者 派遣 に係 る派遣労働者 を休業 させ ること等 を余儀 な くされ る こと

に よ り生 ず る損 害 である休 業手 当､解雇予告手当等 に相 当す る額以上の額 につい

て損 害 の賠償 を行 うことを定めなければな らない こと｡また､労働者派遣の期間

を定 め るに当た っては､派遣元事業主 と協 力 しつつ､当該派遣先において労働者

派遣 の役務 の提供 を受 けよ うとす る期間 を勘案 して可能な限 り長 く定め る等､派

遣労働 者 の雇用の安定 を図 るために必要な配 慮をす るよ う努めること｡

(二) 労働者派遣 契約の解 除の事前の 申入れ

派 遣先 は､専 ら派遣先 に起因す る事 由によ り､労働者派遣契約の契約期間が満

了す る前 の解除 を行 お うとす る場合 には､派遣元事 業主 の合意 を得ることは もと

よ り､ あ らか じめ相 当の猶予期 間を もって派遣元事業主 に解除の申入れ を行 うこ

と｡

(三) 派遣 先 にお ける就業機 会の確保

派遣 先 は､労働者派遣 契約の契約期間が満 了す る前 に派遣労働者の責 に帰すべ

き事 由 以外 の事 由によって労働者派遣契約の解除が行われ た場合には､当該派遣

先の 関連会社 での就業 をあ っせんす る等によ り､当該労働者派遣契約 に係 る派遣

労働 者 の新 たな就業機会 の確保 を図 ることo

(四) 損害 賠償 等 に係 る適切 な措置

派遣 先 は､派遣先の責 に帰すべ き事 由によ り労働者派遣 契約の契約期 間が満了

す る前 に労 働者派 遣契約 の解除 を行お うとす る場合には､当該労働者派遣契約 に

(- ) に掲 げる事 項の定 めがな い場合であ っても､派遣労働者の新たな就業機会

の確保 を図 る ことと し､ これがで きないときには､少な くとも当該労働者派遣契

約 の解 除 に伴 い当該派遣 元事業 主が当該労働者派遣 に係 る派遣労働者 を休業 させ

る こと等 を余儀 な くされ た ことによ り生 じた損害の賠償 を行わなければな らない

こと｡例 え ば､ 当該派遣 元事 業主が 当該派遣労働者 を休業 させ る場合は休業手当

に相 当す る嶺 以上 の額 につ いて､当該派遣元事業主がやむ を得ない事 由によ り当

該派遣 労働 者 を解雇す る場合 は､派遣先による解 除の 申 し入れが相 当の猶予期間

を も って行われ なか った ことに よ り当該派遣元事業主が解 雇の予告 を しない とき

は三 十 日分 以上､ 当該予告 を した 日か ら解雇の 日までの期間が三十 日に満たない

ときは ､当該解雇 の 日の三十 日前の 日か ら当該予告の 日までの 日数分以上の賃金

に相 当す る額 以上の額 について ､損害の賠償 を行わな けれ ばな らないこと｡その

他irTt遣 先 は派遣 元事 業主 と十分 に協議 した上で適切 な善 後処理方策 を講ず る こと

また､派遣 元事業主及 び派遣 先の双方の責 に帰すべ き事 由が ある場合には､派遣

元事 業 主 及 び派遣 先のそれ ぞれ の責 に帰すべ き部分の割 合 についても十分 に考慮

す る こ と.



(五) 派遣 先 は､労働者派遣契約の契約期間が満 了す る前 に労働者派遣契約の解除

を行 う場合 であ って､派遣元事業主か ら請求が あったときは､労働者派遣契約の

解除 を行 った理 由 を当該派遣元事業主に対 し明 らかにす ること｡

七 適切な苦情 の処理

派 遣先 は ､派遣 労働者の苦情の申出-を受 ける者 ､派遣先において苦情の処理 を

す る方法 ､派遣 元事業主 と派遣先 との連携 を図るための体制等 を､労働者派遣契

約 において定め る こと｡また､派遣労働者の受入れ に降 し､説明会等 を実施 して､

その内容 を派遣労働者 に説明する こと｡ さらに､派遣先管理台帳 に苦情の申出を

受 けた年 月 日､苦情 の内容及び苦情の処理状況 について､苦情の 申出 を受け､及

び苦情の処理 に当た った都度､記載す るとともに､その内容 を派遣 元事業主 に通

知す ること.また ､派遣労働者か ら苦情の 申出 を受 けた ことを理 由 と して､.当該

派遣 労働 者 に対 して不利益な取扱 いを してはな らないこと｡

八 労働 ･社 会保険 の適用の促進

派遣先 は､労働 ･社会保険 に加入す る必要が ある派遣労働者 につ いては､労働 ･

社会保険 に加入 している派遣労働者 (派遣元事業主が新規 に雇用 した派遣労働者

であ って ､当該派遣 先への労働者派遣の開始後速 やかに労働 ･社会保険への加入

手続 が行 われ て いるもの を含む｡)を受 け入れ るべ きであ り､派遣 元事業主か ら派

遣労 働者 が労働 t社会保険 に加入 して いない理 由の通知 を受けた場合 において､

当該理 由が適正 でな い と考 えられ る場合 には､派遣元事業主に対 し､当該派遣労

働者 を労働 ･社 会保険 に加入 させてか ら派遣す るよ う求めること｡

九 適 正な派遣就 業 の確保

(-) 適切 な就業環境 の維持 ､福利厚生等

派 遣先 は､その指揮命令の下 に労働 させ ている派遣労働者 について､派遣就業

が適 正か つ 円滑 に行われ るよ うにす るため､セ ク シュアルハラス メン トの防止等

適切 な就 業環境 の維 持､その雇用す る労働者が通常利用 している診療所､給食施

設等 の施設 の利用 に関す る便宜 を図 るよ う努めな ければな らない こと｡また､派

遣先 は､派 遣元事 業主の求めに応 じ､派遣労働者 と同種の業務 に従事 している労

働者 等の福 利厚 生等 の実状 を把握す るために必要 な情報 を派遣元事 業主 に提供す

る等 の協 力 をす るよ う努めな けれ ばな らない こと｡

(二) 教育 訓練 ･能 力開発

派遣先 は ､派遣 元事業主が行 う教育訓練や派遣労働者の 自主的な能 力開発等の

派遣 労働者 の教 育訓練 ･能 力開発 について､可能 な限 り協 力す るほか ､必要 に応

じた教育訓練 に係 る便宜 を図るよ う努めなけれ ばな らない こと｡

十 関係法令 の関係者 への周知

派 遣先 は､労働者 派遣法の規定 によ り派遣 先が講ずべ き措置 の内容や労働者派

遣法 第三章 第四節 に規定す る労働基 準法 (昭和二十二年法律第四十九号)等の適用

に関す る特例等 の関係者への周知の徹底 を図 るために､説 明会等 の実施 ､文書 の

配布 等の措置 を講ず る こと｡

十一 派遣 元事業 主 との労働 時間等 に係 る連絡体 制の確立

派遣先 は ､派遣 元事業主の事業場で締結 され る労働基準法第三十六条第一項 の

時 間外及 び休 日の労働 に関す る協定の内容等派遣労働者 の労働 時間の枠組み につ

いて派遣 元事 業主 に情報提供 を求め る等 によ り､派遣元事業主 との連絡調整 を的

確 に行 うこと｡

十 二 派遣 労働 者 に対す る説 明会等の実施

派 遣先 は､派遣労 働者 の受入れ に際 し､説 明会等 を実施 し､派遣労働者が利用

で きる派遣 先の各種 の福 利厚生 に関す る措置の 内容 についての説 明､派遣労働者

が円 滑かつ 的確 に就 業す るた めに必要な派遣労働 者 を直接指簿命 令す る者以外の



岳i

派遣先 の労働者 との業務上の関係 についての説明及び職場生活上留意 を要す る事

項 につ いての助言等 を行 うこと｡

十三 派遣 先責任者 の適切な選任及 び適切 な業務の遂行

派遣 先 は､派遣先責任者の選任 に当た っては､労働関係法令に関す る知識 を有

す る者 で ある こと､人事 ･労務管理等について専門的な知識又は相当期間の経験

を有す る者 で ある こと､派遣労働者 の就集に係 る事項 に関す る一定の決定､変更

を行 い得 る権 限 を有す る者で ある こと等派遣先責任者の職務 を的確に遂行す るこ

とが で きる者 を選任するよ う努め ること｡

十四 労働 者派遣の役務の提供 を受 ける期間の制限の適切な運用

派遣 先 は､法 第四十条のこの規定 に基 づき常用労働者の派遣労働者による常用

労働者 の代替の防止の確保 を図 るため､次 に掲 げる基準 に従 い､事業所その他派

遣就 業 の場所 ごとの同一の業務 につ いて､派遣元事業主か ら同条第二項に規定す

る派 遣 可能期間 を超 える期間継続 して労働者派遣の役務の提供 を受 けてはな らな

い こと｡

(-) 事 業所 その他派遣就業の場所 につ いては､課､部 ､事業所全体等､場所的に

他の部署 と独立 していること､経 営の単位 と して人事 ､経理 ､指導監督 ､労働の

態様 等 に おいて ある程度の独立性 を有す る こと､一定期間継続 し､施設 としての

持続性 を有 す る こと等の観 点か ら実 態に即 して判断す ること｡

(二) 同一 の業務 については､労働者派遣契約 を更新 して引き続 き当該労働者派遣

契約 に定 め る業務 に従事す る場合 は同一の業務 に当た ること｡ このほか､派遣先

にお ける組織 の最 小単位にお いて行われ る業務は､同一の業務 で ある とみなす こ

と｡ なお ､ この場 合における最小単位の組織 としては､業務の内容について指示

を行 う権 限 を有す る者 とその昔 の指揮 を受 けて業務 を遂行す る者 とのまとま りの

うち最 小単位 の もの をいい､係 又は班のほか､課､グルー プ等が該 当す る場合 も

あ り､名称 に とらわれ ることな く実 態 によ り判断すべ きもの とす る こと｡ただ し､

派遣 労働者 の受入れ に伴 い係 ､班等 を形式的に分 ける場合 ､労働者数の多い こと

等 に伴 う管理上の理 由によ り係 .班 等 を分 けている場合又は係 ､班等の部署 を設

けて いな い場合 で あっても就業の実態等か らこれ らに該 当す ると認め られ る組織

にお いて行われ る業務につ いては､同一の業務 である とみなす こと｡偽 りその他

不正 の行 為 によ り労働者派遣の役務 の提供 を受けて いる又は受 けていた係､班等

の名称 を変 更 し､又は組織変更 を行 うな ど､従来の係 ､班等 とは異 なる係､班等

に新 た に労働者派遣の役務の提供 を受 け､又は受けよ うとす る場 合には､同一の

業務 につ いて労働者派遣の役務の提 供 を受け､又は受 けよ うと しているもの と判

断す る こ と. その他法第四十条 のこ の規定に照 らし､就業の実態等 に即 して同一

の業務 で あ るか否 か を判断す る こと｡

(≡) 労働 者派遣 の役務の提供 を受 けていた派遣先が新た に労働者派遣 の役務の提

供 を受 ける場合 には,当該新 たな労働者派遣の開始 と当該新たな労働者派遣の役

務の受入れ の直前 に受 け入れ て いた労働者派遣の終 了 との間の期 間が三 月を超 え

ない場 合 には､当該 派遣先は､ 当該 新 たな労働者派遣 の役務 の受入れ の直前 に受

け入れ て いた労働者派遣か ら継続 して労働者派遣の役務 の提供 を受 けているもの

とみ なす こと｡

十五 労働 者 派遣の役務の提供 を受 けよ うとす る期間に係 る意見聴取の適切かつ確

実な実施

(-) 派遣 先 は､労働者派遣法第 四十 条 の二第四項の規定 に基 づ き､当該派遣先の

事業 所 の労 働者 の過半数で組織 す る労働組合又は労働者 の過半数 を代表す る者

(以下 ｢過 半 数組合 等｣ とい う｡)に対 し､労働者派遣の役務 の提 供 を受 けようと



す る期 間 につ いて意見 を聴 くに当た っては､当該期間等 を過半数組合等に通知 し

て か ら意見 を聴 くまでに､十分な考慮期間 を設 ける こと｡

(二) 派 遣先 は､過 半数組合等か ら､労働者派遣 の役務の提供 を受けよ うとす る期

間が適 当でない旨の意見 を受けた場合 には､当該意 見 に対する派遣先の考 え方 を ′

過 半数組合等 に説 明する こと､当該意見 を勘案 して労働者派遣の役務 の提供 を受

けよ うとす る期 間 について再検討 を加 えること等によ り､過半数組合等の意見 を

十分 に尊重す るよ う努め ること｡

十六 雇 用調整 によ り解雇 した労働者が就 いて いたポス トへの派遣労働者の受 け入

れ

irTt遣 先は､雇用調整 によ り解雇 した労働者が就 いていたポス トに､当該解雇後

三箇 月以内 に派遣労働者 を受け入れ る場 合には､必要最小限度の労働者派遣 の期

間 を定め る とともに､当該派遣先に雇用 され る労働者 に対 し労働者派遣の役務の

提供 を受 ける理 由 を説明す る等､適切 な措置 を講 じ､派遣先の労働者 の理解 が得

られ るよ う努め る こと｡

十七 安全衛 生 に係 る措置

派遣 先 は､派遣 元事 業主が派遣労働者 に対す る雇入れ時の安全衛生教育 を適切

に行 え るよ う､派 遣労働者が従事す る業務 に係 る情報 を派遣元事業主 に対 し積極

的 に提供す る とともに､派遣元事業主か ら雇入れ時の安全衛生教育の委託の 申入

れ が あ った場合 には可能 な限 りこれ に応 じるよ う努め る等 ､派遣労働者 の安全衛

生 に係 る措置 を実施す るために必要 な協 力や配慮 を行 うこと｡

十八 紹介予定派遣

(-) 紹介予 定派遣 を受 け入れ る期間

派遣 先は､紹介 予定派遣 を受 け入れ るに当た っては､六箇月を超えて､同一の

派 遣労働者 を受 け入れ ない こと｡

(二) 職 業紹介 を希 望 しな い場合又は派遣労働者 を雇用 しな い場合の理 由の明示

派遣 先 は､紹介 予定派遣 を受け入れた場合 において､職 業紹介 を受 けることを

希 望 しなか った場 合又は職 業紹介 を受 けた派遣 労働 者 を雇用 しなか った場合 には､

派 遣元事業主の求 め に応 じ､それ ぞれ その理 由を派遣元事 業主 に対 して書面 ､ フ

ァクシ ミリ又 は電子 メール によ り明示す る こと｡

(三) 派遣 先が特定等 に当た り雇用対策法 (昭和 四十一年法律第百三十二号)第十条

の趣 旨に照 らし講ずべ き措置

① 派遣先 は､紹介 予定派遣 に係 る派遣労働者 を特定す ることを目的 とす る行為又

は派遣労働者 の特 定 (以下 ｢特定等J とい う｡)を行 うに当た っては､次 に掲 げる

措 置 を講ず ること｡

ア ② に該 当す る ときを除 き､派遣労働者 の年齢 を理 由 と して､特定等 の対象か ら

当該派 遣労働者 を排 除 しない こと.

イ 派遣先が職務 に適合す る派遣労働者 を受 け入れ 又は雇 い入れ ､かつ､派遣労働

者 がその年齢 にかかわ りな く､その有す る能 力 を有効 に発揮す ることができる職

業 を選択す る ことを容易 にす るため､特 定等 に係 る職務 の内容､当該職務 を遂行

す るた めに必要 とされ る派遣労働者 の適性 ､能 力､経験 ､技能 の程度その他 の派

遣 労働者 が紹介 予定派遣 を希望す るに当た り求 め られ る事 項 をで きる限 り明示す

る こと.

(塾 年齢制 限が認め られ る とき (派遣労働者 がその有す る能 力 を有効 に発揮す るた

め に必要で あ ると認 め られ るとき以外の とき)

派遣先が行 う特 定等が次の アか らりまでの いずれか に該 当す るときには､年齢

制 限 をす る ことが認 め られ るもの とす る｡
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ア 派遣先 が ､その雇馬する労働者の定年 (以下単に ｢定年J とい う｡)の定め を し

て い る場 合 において当該定年の年齢 を下回 る ことを条件 と して派遣労働者の特定

等 を行 うとき(当該派遣労働者 について期間 の定めのない労働契約 を締結す るこ

とを予定す る場合 に限 る｡)｡

イ 派 遣先が ､労働 基準法その他の法令の規定 によ り特定の年齢の範囲 に属す る労

働者 の就 業等 が禁止 又は制限 されている業務 について当該年齢 の範囲に属す る派

遣労働者 以外の派遣労働者の特定等 を行 うとき.

り 派遣先 の特 定等 における年齢 による制限 を必要最小限のもの とす る観 点か ら見

て合 理的な制限 で ある場合 として次のいずれかに該 当す る とき｡

j 長期 間の継続勤務 による職務 に必要 な能力の開発及び向上 を図る ことを目的 と

して ､青 少年 その他 特定の年齢 を下回る派遣労働者の特定等 を行 うとき (当該派遣

労働 者 につ いて期 間の定めのない労働契約 を締結する ことを予定す る場合に限 り

かつ ､当夏亥派遣労 働者が職 業に従事 した経験 があることを特 定等の条件 と しない

場合 で あ って学校 (小学校及び幼稚園 を除 く｡)､専修学校 ､職業能 力開発促進法 (昭

和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項各号に掲 げる施設又 は同法第二

十七 条第一項 に規定す る職業能 力開発総合大学校 を新たに卒業 しよ うとす る者 と

して又は当該者 と同等の処遇 で採用す る予定で特定等を行 うときに'限 る｡)｡

日 当該派遣 先が雇用す る特定の年齢の範囲に属す る特定の職種 の労働者 (当該派

遣先 の人事 管理制度 に照 ら し必要 と認め られ るときは､ 当該派遣先がその一部の

事業 所 にお いて雇 用す る特定の職種に従事す る労働者｡以下 ｢特定労働者J とい

う.)の数が相 当程度 少ない場合 (特定労働者 の年齢 につ いて､三十歳か ら四十九

歳 までの範 囲 内にお いて､派遣先が特定等 を行 お うとす る任意 の労働者の年齢 の

範囲 (当該範 囲内の年齢 の うち最 も高 いもの (以下 ｢範囲 内最高年齢 ｣とい う｡)と

最 も低 い もの (以下 ｢章巨園内最低年齢｣とい うo)との差 (以下 ｢特定数｣とい うD)

が四 か ら九までの場 合 に限 る｡)に馬す る労働 者数が､範囲内最高年齢 に- を加 え

た年齢か ら当該年齢 に特定数 を加 えた年齢 までの範囲に属す る労働者数の二分の

一以下で あ り､か つ ､範囲内最低年齢か ら- .=特定数を加 えた年齢 を減 じた年齢

か ら範囲 内最低年齢 か ら- を減 じた年齢 までの範囲に属す る労働者数の二分の一

以下 で ある場合 をい う｡)において､当該職 種の業務の遂行 に必要 な技能及び これ

に関す る知識 の態 承 を図 ることを目的 と して､特定労働者で ある派遣労働者の特

定等 を行 うとき (当該派遣労働者 について期 間の定めのない労働 契約 を締結す る

ことを予 定す る場 合 に限 るC)o

Hi 芸 術又 は芸能 の分野 にお ける表現の真実性等 を確保す るために特 定の年齢の

範囲 に属 す る派遣労働者 の特定等 を行 うとき｡

iv 高 年齢者 の雇用 の促進 を目的 として､特定 の年齢以上の高年齢者 (六十歳以上の

者 に限 る｡)で ある派遣 労働者の特定等 を行 うとき､又は特 定の年齢 の範囲に属す

る労働 者 の雇用 を促進す るた め､当該特定の年齢の範囲に属す る派遣労働者の特

定等 を行 うとき (当該特 定の年齢 の範囲 に属 す る労働者の雇用の促進 に係 る国の

施策 を活用 しよ うとす る場合 に限 る｡)｡

(四) 派遣 先が特 定等 に当た り雇用の分野 にお ける男女の均等 な機会 及び待遇の確

保等 に関す る法律 (昭和四十七年法律第百十 三号｡以下 ｢均等法 ｣ とい う｡)第五

条及 び第七条の趣 旨に照 ら し行 ってはな らな い措置等

① 派遣 先 は､特 定等 を行 うに 当た っては､例 えば､次に掲 げる措置 を行わ ない こ

と

ア 特 定等 に当た って ､その対象か ら男女の いずれ かを排 除す る こと

イ 特 定等 に当た って の条件 を男女で異 なるもの とす ること｡



｢.~~

ウ 特定 に係 る選考 において､能 力及び資質の有無等 を判断す る場合に､その方法

や基準 について男女で異 なる取扱 いをす ること｡

エ 特定 等 に当たって男女のいずれか を優先す ること｡

オ 派遣 就業又 は雇 用の際に予定 され る求人の内容の説明等特定等 に係る情報の提

供 につ いて､男女 で異 なる取扱 いをす ること又は派遣元事業主にその旨要請す る

こと｡

(診 派遣 先 は､特定等に関す る措置 であって派遣労働者の性別以外の事由を要件 と

す るもの の うち次 に掲 げる措置 については､当該措置 の対象 となる業務の性質に

照 ら して 当該措置 の実施が当該業務の遂行上特 に必要 である場合､事業の運 営の

状 況に照 らして当該措置の実施が派遣就業又 は雇用の際 に予定 され る雇用管理上

特 に必要 である場 合その他の合理的な理 由が ある場合でな けれ ば､これ を講 じて

はな らな い｡

ア 派遣 労働者の特 定等 に当たって､5rR遣 労働者の身長.体重又は体力に関する事

由 を要 件 とす ること.

イ 将来 ､ コース別雇用 管理 にお ける総合職の労働者 と して 当該派遣労働者 を採用

す る ことが予定 され ている場合 に､派遣労働者の特定等に当た って､転居 を伴 う

転 勤に応 じる ことが で きることを要件 とす る こと｡

③ 紹介 予 定派遣 に係 る特定等に当た っては､将来､当該派遣労働者 を採用す るこ

とが予 定 され ている雇用管理 区分 において､女性労働者が男性労働者 と比較 して

相 当程 度 少 ない場合 においては､特定等の基準 を満たす者の中か ら男性 よ り女性

を優先 して特定す る ことその他 男性 と比較 して女性 に有利な取扱 いをす ることは､

均 等法 第 八条に定め る雇用の分野 にお ける男女の均等な機会及 び待遇の確保の支

障 とな っている事情 を改善す る ことを目的 とす る措置 (ポ ジテ ィブ ･アクシ ョン)

と して､(かにかかわ らず ､行 って差 し支 えな い｡

④ 次 に掲 げる場合 において① において掲 げる措置 を講ず ることは､性別にかかわ

りな く均等 な機会 を与 えていない､又は性別 を理 由 とす る差別的取扱いを してい

る とは解 されず ､Q)にかかわ らず ､行 って差 し支 えない｡

ア 次 に掲 げる職務 に従事 する派遣労働者 に係 る場 合

i 芸 術 ･芸能 の分野 における表現 の真実性等の要請 か ら男女の いずれかのみに従事

させ る こ とが必要で ある職務

Ii 守衛 ､警備員等防犯 上の要請か ら男性 に従事 させ る ことが必要で ある職務 (労働

者派遣事 業 を行 って はな らない警備業法 (昭和 四十七年法律第百十七号)第二条第

-項各号 に掲 げる業務 を内容 とす るものを除 く｡)

lll i及 び iiに掲 げ るもののほか ､宗教上､風紀上 ､スポー ツにおける競技の性

質 上その他の業務の性 質上男女の いずれかのみ に従事 させ る ことについて これ ら

と同程 度 の必要性が ある と認め られ る職務

イ 労働基 準法第六十一条第-項 ､第六十四条 のこ若 しくは第六十四条の三第二項

の規定 に よ り女性 を就業 させ る ことがで きず､又は保健 師助産師看護師法 (昭和二

十 三年 法律第 二百三号)第 三条の規 定によ り男性 を就業 させ る ことができないこ

とか ら､通常の業務 を遂行す るため に､派遣労働者 の性別 にかかわ りな く均等な

機会 を与 え又は均等 な取扱 いをす る ことが困難 で ある と認 め られ る場合

や 風俗 ､風習等の相違 によ り男女の いずれ かが能 力 を発揮 し難 い海外での勤務が

必要 な場 合その他特 別の事情 によ り派遣労働者 の性 別にかかわ りな く均等な機会

を与 え又 は均等な取扱 いをす る ことが困難で ある と認 め られ る場合


